
　

先
日
協
会

主
催
の
フ
ォ

ー
ラ
ム
「
政

治
は
変
え
ら

れ
る
」
に
出
席
し
、
慶
應
義
塾

大
学
教
授
・
井
出
英
策
氏
（
民

進
党
の
「
尊
厳
あ
る
生
活
保
障

総
合
調
査
会
」
の
ア
ド
バ
イ

ザ
ー
）
の
講
演
を
聞
い
た
。
今

の
日
本
は
低
所
得
層
が
増
え
る

中
、
医
療
や
介
護
の
自
己
負
担

が
増
え
、
将
来
の
不
安
が
渦
ま

く
格
差
社
会
、
分
断
社
会
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
。
氏
は
、
日

本
は
、
イ
ギ
リ
ス
・
ド
イ
ツ
・

フ
ラ
ン
ス
・
北
欧
と
比
べ
て
税

と
社
会
保
障
負
担
を
合
わ
せ
た

国
民
負
担
率
は
ま
だ
低
い
の

で
、
今
後
20
兆
円
の
増
税
（
こ

の
案
で
イ
ギ
リ
ス
と
ド
イ
ツ
の

中
間
位
）を
し
て
、半
分
の
10
兆

円
を
財
政
再
建
に
、
残
り
の
10

兆
円
を
社
会
保
障
の
充
実
に
充

て
る
提
案
を
さ
れ
た
。
税
は
、

消
費
税
、所
得
税
、法
人
税
の
ベ

ス
ト
ミ
ッ
ク
ス
で
と
▼
ま
ず
、

19
年
10
月
消
費
税
2
％
上
げ
る

時
に
、
約
5
兆
円
の
税
収
の
使

途
を
再
検
討
し
て
、
幼
稚
園
・

保
育
園
無
償
化
（
8
千
億
円
）、

介
護
の
利
用
者
負
担
無
償
化

（
8
千
億
円
）を
は
じ
め
、
所
得

制
限
や
年
齢
制
限
を
緩
め
、
全

て
の
人
に
現
物
給
付
の
サ
ー
ビ

ス
を
提
供
す
る
▼
全
員
に
教
育

や
保
健
医
療
の
サ
ー
ビ
ス
を
給

付
し
た
場
合
、
高
所
得
者
よ
り

も
低
所
得
者
に
所
得
改
善
率
が

著
し
い
こ
と
は
証
明
さ
れ
て
お

り
、
消
費
税
の
逆
進
性
も
中
和

さ
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
払
っ

た
税
金
を
上
回
る
サ
ー
ビ
ス
を

受
け
ら
れ
る
。
増
税
と
社
会
保

障
の
充
実
で
生
活
者
を
将
来
不

安
か
ら
解
放
す
る
と
い
う
大
胆

な
提
言
だ
。
保
団
連
で
も
一
度

話
を
聞
く
場
を
作
り
徹
底
的
な

議
論
を
し
て
ほ
し
い
。 

（
彦
）

　

下
京
西
部
医
師
会
選
出
の

代
議
員
・
予
備
代
議
員
に
欠

員
が
生
じ
ま
し
た
。
そ
れ
に

と
も
な
い
京
都
府
保
険
医
協

会
選
挙
規
定
第
32
条
1
項
に

よ
り
、
代
議
員
・
予
備
代
議

員
の
補
欠
選
挙
の
公
示
を
次

の
通
り
行
い
ま
す
。

　

▽
公
示
日
＝
2
0
1
7
年

6
月
10
日
（
土
）

　

▽
締
切
日
時
＝
6
月
16
日

（
金
）
午
後
4
時

　

▽
定

　
員
＝
代
議
員
1

人
、
予
備
代
議
員
1
人

　

▽
任

　
期
＝
19
年
4
月
30

日
ま
で

　

▽
立
候
補
届
出
方
法
＝
立

候
補
さ
れ
る
方
は
所
定
の

「
立
候
補
届
出
書
」
に
必
要

事
項
を
記
入
・
押
印
の
う

え
、
締
切
期
日
ま
で
に
当
該

医
師
会
長
ま
た
は
本
協
会
事

務
局
気
付
、
京
都
府
保
険
医

協
会
代
議
員
会
議
長
ま
で
ご

提
出
下
さ
い
。

　

立
候
補
届
出
書
は
本
協
会

事
務
局
に
用
意
し
て
い
ま

す
。
ま
た
当
該
医
師
会
長
宛

に
も
送
付
し
て
い
ま
す
。

代
議
員
・
予
備
代
議
員
　
補
選
の
公
示

下
京
西
部

　

来
年
は
、
2
年
ご
と
に
改
定

さ
れ
る
診
療
報
酬
改
定
と
、
3

年
ご
と
の
介
護
保
険
の
保
険
料

見
直
し
と
報
酬
改
定
が
同
時
に

行
わ
れ
る
年
で
あ
る
。

　

5
月
26
日
に
は
、
改
正
介
護

保
険
法
が
国
会
で
成
立
し
、

「
現
役
並
み
所
得
」
の
高
齢
者

が
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
際

の
利
用
料
負
担
割
合
の
3
割
化

が
決
ま
っ
た
。
ま
た
、
40
歳
か

ら
64
歳
の
現
役
世
代
の
介
護
保

険
料
が
見
直
さ
れ
、
所
得
に

よ
っ
て
は
下
が
る
人
も
い
る

が
、
今
よ
り
さ
ら
に
上
が
る
人

々
も
い
て
、
国
費
が
年
約
1
6

0
0
億
円
抑
え
ら
れ
る
と
い
う
。

　

今
回
は
、
対
象
を
一
定
所
得

層
以
上
に
限
っ
た
た
め
に
「
負

担
で
き
る
人
に
よ
り
多
く
負
担

し
て
も
ら
う
『
応
能
負
担
』
へ

の
転
換
は
是
認
す
る
」（
民
進

党
）
と
し
て
、
負
担
増
批
判
は

抑
え
ら
れ
た
。
背
景
に
は
、
貧

困
格
差
が
広
が
る
社
会
で
、
相

対
的
に
所
得
が
あ
る
と
さ
れ
た

と
い
う
安
倍
政
治
の
基
本
路
線

が
着
々
と
進
め
ら
れ
て
い
る
。

　

介
護
保
険
の
利
用
料
は
1
割

と
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
2
0

1
5
年
に
一
部
の
2
割
負
担
が

地
域
の
介
護
充
実
は
喫
緊
の
課
題

提
供
体
制
守
る
の
は
我
々
保
険
医

け
、
い
ざ
利
用
す
る
段
に
な
っ

て
、
自
己
負
担
料
が
高
す
ぎ
て

使
え
な
い
の
で
は
、
何
の
た
め

の
保
険
な
の
だ
ろ
う
。

　

現
在
の
日
本
の
経
済
状
況
は

人
々
に
は
も
っ
と
払
っ
て
も
ら

い
た
い
と
い
う
横
並
び
の
市
民

感
覚
が
あ
る
。
そ
こ
を
利
用

し
、
公
的
責
任
を
自
己
責
任
に

置
き
換
え
、
国
費
を
縮
小
す
る

導
入
さ
れ
、
そ
の
検
証
も
さ
れ

な
い
う
ち
に
3
割
負
担
が
実
施

さ
れ
る
と
は
過
酷
だ
。

　

全
国
平
均
5
0
0
0
円
を
超

す
保
険
料
を
40
歳
か
ら
払
い
続

か
つ
て
の
よ
う
な
右
肩
上
が
り

を
望
む
べ
く
も
な
く
、
国
民

が
、
長
引
く
不
況
・
低
成
長
の

時
代
を
ど
う
生
き
る
か
と
模
索

し
て
い
る
よ
う
な
時
に
、
先
行

き
の
希
望
を
奪
い
不
安
を
増
長

す
る
よ
う
な
社
会
保
障
の
後
退

ば
か
り
押
し
進
め
る
の
は
間

違
っ
て
い
る
。
高
齢
者
・
障
害

者
が
安
心
し
て
生
き
ら
れ
る
社

会
の
姿
を
示
す
こ
と
が
政
治
の

役
割
で
は
な
い
か
。

　

来
年
の
改
定
で
厳
し
い
予
測

ば
か
り
が
先
行
し
て
い
る
が
、

一
方
的
に
財
源
不
足
で
押
し
切

ら
れ
る
議
論
に
屈
す
る
こ
と
な

く
、
国
民
の
生
命
と
健
康
に
責

任
を
持
つ
専
門
家
の
立
場
か

ら
、
日
本
の
医
療
提
供
体
制
を

ど
う
守
っ
て
い
く
の
か
、
議
論

を
重
ね
、
具
体
的
な
提
案
を
示

し
運
動
を
提
起
し
て
い
き
た
い
。 　

医
療
と
介
護
の
連
携
が
こ
と

あ
る
ご
と
に
提
唱
さ
れ
る
が
、

医
療
提
供
側
の
我
々
に
と
っ
て

も
地
域
に
お
け
る
介
護
体
制
の

充
実
は
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
。

医
療
の
効
果
を
充
分
に
発
揮
す

る
た
め
に
は
、
や
さ
し
く
穏
や

か
で
細
や
か
な
介
護
の
手
が

あ
っ
て
こ
そ
可
能
で
あ
る
。
地

域
の
医
療
・
福
祉
・
介
護
の
連

携
を
さ
ら
に
進
め
、
京
都
府
・

市
へ
も
働
き
か
け
を
強
め
た
い
。

　

国
の
進
め
る
さ
ま
ざ
ま
な
制

度
改
革
に
対
し
て
、
医
療
現
場

か
ら
の
率
直
な
意
見
を
と
り
ま

と
め
各
機
関
に
届
け
て
参
画
し

て
い
き
た
い
。

　
新
年
度
に
あ
た
っ
て
　

国民の要求と運動が原動力

フ
ォ
ー
ラ
ム「
政
治
は
変
え
ら
れ
る
」を
開
催

　

2
0
0
9
年
の
民
主
党
政
権
誕
生
は
、

私
た
ち
自
ら
が
政
権
を
変
え
、
政
治
を
変
え

よ
う
と
し
た
貴
重
な
経
験
で
あ
る
。
残
念
な

が
ら
、
最
終
的
に
構
造
改
革
路
線
に
転
換

し
、
退
場
し
た
民
主
党
に
対
す
る
国
民
の
失

望
は
大
き
く
、「
ど
う
せ
政
治
は
変
え
ら
れ

な
い
」
と
の
思
い
を
助
長
さ
せ
た
面
も
あ

る
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
そ
の
政
権
の
初

期
に
お
い
て
、
民
主
党
は
国
民
の
期
待
の
声

に
応
え
よ
う
と
子
育
て
、
教
育
、
医
療
の
充

実
を
目
指
し
、
い
わ
ゆ
る
ム
ダ
な
公
共
事
業

に
切
り
込
ん
だ
の
も
事
実
で
あ
る
。
5
月
13

日
に
開
催
し
た
フ
ォ
ー
ラ
ム
「
政
治
は
変
え

ら
れ
る
」
を
通
し
て
、
私
た
ち
が
目
指
す
新

し
い
福
祉
国
家
構
想
を
展
望
し
、
民
主
党
政

権
は
「
何
が
で
き
な
か
っ
た
か
」
で
は
な

く
、「
何
が
で
き
た
の
か
」
と
い
う
視
点
か

ら
再
評
価
し
、
そ
れ
が
な
ぜ
「
失
敗
」
と
言

わ
れ
る
結
末
に
至
っ
た
か
に
つ
い
て
検
討
を

行
っ
た
。
参
加
者
は
68
人
。

　

ま
ず
、
慶
應
義
塾
大
学
経
済

学
部
教
授
の
井
手
英
策
氏
が

「
脱
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
の
潮
流

と
課
題
―
新
し
い
ル
ー
ル
を
求

め
て
」
と
題
し
講
演
し
た
。
井

手
氏
は
、
日
本
は
貯
蓄
が
な
け

れ
ば
生
き
て
い
け
な
い
自
己
責

任
社
会
と
し
て
経
済
成
長
を
続

け
て
き
た
が
、
1
9
9
7
年
か

ら
の
非
正
規
雇
用
比
率
の
増
大

と
と
も
に
貯
蓄
率
が
低
下
の
一

途
を
た
ど
っ
て
い
る
と
報
告
。

中
間
層
の
没
落
が
明
確
に
進
ん

で
お
り
、
自
己
責
任
社
会
は
も

は
や
機
能
不
全
に
陥
っ
て
い

る
。
成
長
に
頼
ら
な
い
国
家
モ

デ
ル
が
必
要
だ
と
訴
え
た
。
そ

し
て
も
う
一
つ
、
日
本
が
「
分

断
社
会
」
で
あ
る
と
強
調
。
所

得
格
差
や
世
代
間
な
ど
さ
ま
ざ

ま
な
分
断
線
が
あ
る
が
、
日
本

は
価
値
観
の
共
有
で
き
な
い
人

間
の
集
合
体
＝
群
れ
に
な
り
つ

つ
あ
る
と
警
鐘
を
鳴
ら
し
た
。

　

こ
れ
ま
で
社
会
保
障
の
サ
ー

ビ
ス
は
、
特
に
社
会
的
弱
者
と

言
わ
れ
る
人
た
ち
へ
重
点
的
に

振
り
分
け
ら
れ
て
き
た
。
し
か

し
、
そ
れ
で
は
税
金
を
負
担
す

る
富
裕
層
、
中
間
層
に
痛
税
感

し
か
与
え
な
い
。
普
遍
主
義
に

基
づ
き
す
べ
て
の
人
を
対
象
と

し
た
、
国
に
よ
る
生
存
権
保
障

と
し
て
、
暮
ら
し
の
保
障
を
現

物
給
付
の
「
サ
ー
ビ
ス
」
で
提

供
す
る
。
そ
の
財
源
を
消
費
税

だ
け
に
求
め
る
の
で
は
な
く
、

税
制
の
見
直
し
も
必
要
だ
と
考

え
る
が
、
低
所
得
者
で
あ
っ
て

も
負
担
し
て
も
ら
う
。
た
と
え

納
税
の
負
担
は
あ
っ
て
も
、

サ
ー
ビ
ス
と
し
て
暮
ら
し
が
保

障
さ
れ
れ
ば
痛
税
感
を
薄
め
、

ま
た
、
納
税
し
て
も
受
益
者
と

な
ら
な
い
と
い
う
中

間
層
以
上
の
不
満
も

解
消
す
る
こ
と
が
で

き
る
と
述
べ
た
。

　

こ
う
し
た
サ
ー
ビ

ス
を
強
化
す
る
こ
と

で
結
果
、
格
差
を
縮

小
し
、
格
差
是
正
が

経
済
の
成
長
を
促

し
、
そ
し
て
財
源
の
確
保
か
ら

再
建
に
つ
な
が
る
と
述
べ
た
。

　

井
手
氏
は
、
今
ま
で
の
日
本

で
は
、
未
来
の
不
安
か
ら
解
き

放
た
れ
る
こ
と
を
目
標
に
、
勤

労
の
場
が
必
要
で
あ
り
、
貯
蓄

が
必
要
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ

そ
、
成
長
が
目
的
と
さ
れ
て
い

た
。
し
か
し
、
今
現
在
、
継
続

し
た
成
長
を
維
持
す
る
こ
と
が

困
難
で
あ
る
こ
と
は
明
白
。
で

あ
る
な
ら
ば
、
成
長
で
は
な

く
、
分
配
に
力
を
注
ぐ
べ
き

だ
。
こ
の
分
配
は
弱
者
の
救
済

や
格
差
の
是
正
に
限
る
の
で
は

な
く
、
す
べ
て
の
人
を
対
象
と

す
る
こ
と
で
、
新
し
い
循
環
を

生
み
出
す
こ
と
に
つ
な
が
る
。

全
員
で
サ
ー
ビ
ス
を
享
受
し
、

痛
み
を
分
か
ち
合
う
と
い
う
財

政
の
基
本
に
立
ち
戻
る
こ
と
が

必
要
だ
と
述
べ
た
。

 

（
2
面
に
続
く
）

政権交代を通して学んだこと
　
理
事
長  

垣
田 

さ
ち
子

経
済
成
長
維
持
と
い
う
幻
想
を
捨
て

普
遍
主
義
に
基
づ
く
新
し
い
社
会
を

新
ビ
ジ
ョ
ン
で
財
源
論
語
る
井
手
氏

銷夏特集号への

　　 会員の投稿募集
　会員からの投稿を募集しています。
　随筆（800字程度）、写真、絵、短歌、詩など、
なんでも結構です。多くの先生方の投稿をお待
ちしております。締切は６月30日（金）。

2 0 1 7 年 (平成 2 9 年) 6 月 1 0 日 第 3 0 0 3 号京 都 保 険 医 新 聞( 1 ) 毎月 10日･25日発行

主な内容

小
児
科
診
療
内
容
向
上
会
レ
ポ
ー
ト 

（
3
面
）

声
明
・「
終
活
」
リ
ー
フ
の
撤
回
・
回
収
を 

（
4
面
）

政
策
解
説
・
医
師
へ
の
規
制
的
手
法
導
入
か 

（
5
面
）

◆自動車保険・火災保険

◆針刺し事故等
補償プラン

◆休業補償制度
（所得補償、傷害疾病保険）

◆医師賠償責任保険

０７５－２１２－０３０３

協会サイト： https://healthnet.jp　　　アミスサイト： http://amis.kyoto



国
民
の
声
が
運
動
に

政
権
交
代
の
か
な
め

　

次
に
、
弁
護
士
で
全
国
生
活

保
護
裁
判
連
絡
会
事
務
局
長
の

竹
下
義
樹
氏
が
「
民
主
党
政
権

時
代
、
そ
の
前
後
」
と
題
し
て

報
告
。
民
主
党
政
権
が
障
害
者

自
立
支
援
法
の
廃
止
を
宣
言

し
、
当
事
者
も
含
め
障
害
者
福

祉
制
度
の
本
来
の
在
り
方
に
つ

い
て
議
論
を
重
ね
、
基
本
法
が

改
定
さ
れ
た
。
障
害
者
総
合
支

援
法
は
結
果
的
に
は
看
板
の
掛

け
替
え
で
終
わ
っ
た
と
考
え
る

が
、
国
が
制
定
し
た
法
律
を
わ

ず
か
3
〜
4
年
後
に
大
き
く
変

え
る
議
論
が
行
え
た
の
は
、
政

権
交
代
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
。

現
在
も
続
く
障
害
者
差
別
禁
止

法
制
定
に
向
け
た
議
論
な
ど
、

障
害
者
運
動
に
大
き
な
変
化
を

「
政
権
交
代
」
は
、
同
じ
で
は

な
い
と
い
う
こ
と
を
あ
ら
た
め

て
自
覚
し
た
こ
と
だ
。
私
た
ち

は
、
社
会
保
障
憲
章
、
社
会
保

障
基
本
法
を
実
現
で
き
る
社
会

を
、「
新
し
い
福
祉
国
家
」
を

目
指
す
運
動
を
通
じ
て
具
体
化

し
て
い
こ
う
と
考
え
て
い
る

が
、
ど
の
よ
う
な
ビ
ジ
ョ
ン
も

政
策
も
、
実
現
す
る
た
め
に

は
、
政
治
を
変
え
る
必
要
が
あ

る
。
そ
の
政
治
の
転
換
を
現
実

の
も
の
に
す
る
の
は
、
国
民
の

政
治
転
換
に
対
す
る
強
い
要
求

と
期
待
で
あ
る
。
そ
の
国
民
の

要
求
と
期
待
を
目
に
見
え
る
形

に
し
て
、
政
治
へ
の
圧
力
に
す

る
の
は
、
私
た
ち
国
民
の
運
動

で
あ
り
、
保
険
医
協
会
の
運
動

も
そ
の
一
翼
を
担
っ
て
い
く
つ

も
り
だ
。
こ
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
を

通
し
て
、
も
う
一
度
政
治
を
私

た
ち
国
民
の
手
に
取
り
戻
し
、

政
治
を
変
え
、
国
を
変
え
て
い

く
こ
と
が
で
き
る
と
確
信
し
た

と
力
強
く
宣
言
し
た
。

ト
で
掲
げ
た
人
へ
の
保
障
も
さ

る
こ
と
な
が
ら
、
最
少
不
幸
社

会
の
実
現
に
向
け
、
実
態
を
明

ら
か
に
す
る
た
め
の
「
よ
り
そ

い
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」
を
設
置
。

セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
の
強
化
を

含
め
た
社
会
的
包
摂
政
策
を
戦

略
的
に
推
進
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
特
命
チ
ー
ム
を
設
置
し

た
こ
と
な
ど
を
報
告
し
た
。

新
福
祉
国
家
目
指
し

政
治
の
転
換
を

　

最
後
に
、
協
会
の
渡
邉
賢
治

副
理
事
長
が
「
私
た
ち
の
反

省
―
『
あ
の
時
』
を
踏
ま
え
て
、

こ
れ
か
ら
の
こ
と
」
と
題
し
て

発
言
。
民
主
党
が
政
権
交
代
を

打
ち
出
し
た
09
年
衆
院
選
マ
ニ

フ
ェ
ス
ト
で
は
、「
構
造
改
革
」

政
治
で
痛
め
つ
け
ら
れ
、
破
綻

し
か
け
て
い
る
社
会
を
建
て
直

さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
、
わ
か
り

や
す
い
言
葉
で
語
り
、
共
感
を

広
げ
る
役
割
を
果
た
し
た
。
そ

し
て
、
こ
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
の

言
葉
を
生
ん
だ
本
当
の
主
役

は
、
貧
困
と
格
差
を
広
げ
た

「
構
造
改
革
」
政
治
の
転
換
を

心
か
ら
願
っ
た
国
民
と
、
そ
の

要
求
の
実
現
に
向
け
て
頑
張
っ

た
医
療
、
福
祉
、
雇
用
労
働
、

平
和
な
ど
、
幅
広
い
分
野
の
運

動
の
存
在
だ
っ
た
と
指
摘
。
国

民
の
声
と
運
動
の
圧
力
、
こ
れ

に
押
し
上
げ
ら
れ
て
民
主
党

は
、「
構
造
改
革
」
の
見
直
し

と
も
い
え
る
政
策
を
掲
げ
る
に

至
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ

は
ま
さ
に
、
私
た
ち
が
政
治
を

変
え
た
瞬
間
だ
と
述
べ
た
。

　

こ
の
政
権
交
代
で
私
た
ち
が

学
ん
だ
こ
と
は
、
政
治
は
変
え

る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と

に
確
信
を
持
っ
た
こ
と
、
そ
し

て
「
政
治
を
変
え
る
」
こ
と
と

　

こ
の
度
、
鈴
木
由
一
副
理
事

長
の
後
任
と
し
て
京
都
府
保
険

医
協
会
の
副
理
事
長
を
拝
命
し

ま
し
た
。
代
議
員
会
の
副
議
長

と
し
ま
し
て
は
長
年
勤
め
て
ま

い
り
ま
し
た
が
、
理
事
と
し
て

の
仕
事
は
全
く
経
験
が
な
く
、

い
き
な
り
副
理
事
長
と
い
う
重

要
な
任
務
を
引
き
受
け
る
こ
と

に
な
り
、
い
さ
さ
か
戸
惑
っ
て

い
ま
す
。

　

わ
た
く
し
の
担
当
は
総
務
部

会
と
い
う
こ
と
で
す
の
で
、
社

会
福
祉
政
策
、
診
療
報
酬
問
題

な
ど
保
険
医
協
会
の
総
ま
と
め

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思

い
ま
す
。
垣
田
理
事
長
は
じ

め
、
理
事
の
先
生
方
の
ご
指
導

ご
鞭
撻
を
う
け
な
が
ら
少
し
で

も
協
会
の
た
め
、
ま
た
会
員
の

先
生
方
の
た
め
に
な
り
ま
す
よ

う
頑
張
っ
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

　

来
年
は
診
療
報
酬
、
介
護
報

酬
の
同
時
改
定
が
あ
り
ま
す
。

医
療
崩
壊
、
介
護
崩
壊
が
起
こ

ら
な
い
よ
う
診
療
報
酬
の
引
き

下
げ
や
患
者
負
担
の
増
加
を
し

な
い
こ
と
を
声
を
大
に
し
て
要

求
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と

思
い
ま
す
。

　

現
政
権
の
状
況
か
ら
し
ま
す

と
大
変
困
難
な
こ
と
か
と
考
え

ま
す
が
、
精
一
杯
頑
張
り
ま
す

の
で
ご
協
力
を
お
願
い
申
し
上

げ
ま
す
。

　

1
9
9
3
年
に
初
め
て
理
事

に
就
任
し
て
総
務
部
会
、
経
営

部
会
で
3
期
6
年
、
経
営
部
会

副
理
事
長
を
3
期
6
年
、
監
事

を
4
期
8
年
、
再
度
総
務
部
会

副
理
事
長
と
し
て
2
期
4
年
、

計
24
年
に
わ
た
り
役
員
を
務
め

ま
し
た
。
こ
こ
ま
で
無
事
務
め

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
の
も
、

ひ
と
え
に
会
員
各
位
、
理
事
お

よ
び
事
務
局
員
の
支
え
に
よ
る

も
の
と
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。

　

総
務
部
会
の
大
き
な
役
目
で

あ
る
地
区
医
師
会
と
の
懇
談
会

に
お
い
て
、
各
地
区
の
先
生
方

と
親
し
く
懇
談
し
、
ま
た
懇
親

会
に
も
お
呼
び
い
た
だ
い
た
こ

と
は
楽
し
い
思
い
出
と
な
り
ま

し
た
。
い
つ
で
し
た
か
、
福
知

山
医
師
会
と
の
懇
談
会
の
折
、

大
雪
の
た
め
に
タ
ク
シ
ー
と
Ｊ

Ｒ
を
乗
り
継
い
で
帰
宅
が
大
変

お
そ
く
な
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま

し
た
。
こ
れ
も
今
と
な
っ
て
は

懐
か
し
い
思
い
出
で
す
。

　

再
度
、
副
理
事
長
に
就
任
し

て
か
ら
は
、
毎
年
の
総
会
、
ワ

イ
ン
講
座
や
日
本
酒
講
座
、
陶

芸
教
室
、
サ
ロ
ン
コ
ン
サ
ー

ト
、
ジ
ャ
ズ
を
楽
し
む
会
な
ど

文
化
企
画
に
心
を
砕
き
、「
硬

い
」
と
言
わ
れ
る
協
会
の
「
柔
」

を
担
当
し
て
き
ま
し
た
。
毎

回
、
参
加
し
て
下
さ
る
会
員
も

あ
り
、
会
員
交
流
の
場
と
し
て

定
着
し
て
き
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

今
後
も
各
会
員
に
一
層
身
近

に
感
じ
て
も
ら
え
る
団
体
、

困
っ
た
と
き
の
保
険
医
協
会
を

目
指
し
て
い
っ
て
ほ
し
い
と

願
っ
て
お
り
ま
す
。
長
い
間
、

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

2
0
0
1
年
、
世
界
を
揺
る

が
す
「
9
・
11
」
が
起
こ
っ
た

こ
の
年
に
、
山
田
亮
三
理
事
長

（
当
時
）
か
ら
事
務
局
次
長
職

を
拝
命
し
て
以
来
16
年
。「
構

造
改
革
」「
医
療
制
度
改
革
」

の
荒
波
の
中
で
、
診
療
に
、
医

業
経
営
に
、
ご
苦
労
を
重
ね
て

お
ら
れ
る
先
生
方
の
、
少
し
で

も
お
役
に
た
て
た
ら
と
の
思
い

で
微
力
を
献
じ
て
ま
い
り
ま
し

　

6
月
1
日
よ
り
事
務
局
長
職

を
拝
命
し
ま
し
た
、
花
山
弘
と

申
し
ま
す
。
こ
れ
ま
で
保
険
医

協
会
で
の
実
務
は
、
保
険
部
会

の
み
で
、
病
院
で
約
6
年
間
リ

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
仕
事
に

　

京
都
府
保
険
医
協
会
事
務
局

は
6
月
1
日
付
で
管
理
職
の
交

替
と
職
員
の
異
動
を
行
い
ま
し

た
。
5
月
末
で
久
保
佐
世
事
務

局
長
、
福
原
葉
子
事
務
局
次
長

が
退
任
し
、
新
事
務
局
長
に
は

花
山
弘
事
務
局
次
長
が
就
任
し

ま
し
た
。
新
た
に
谷
口
幸
代
総

務
部
会
次
長
、
中
村
暁
政
策
部

会
主
任
が
次
長
と
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
同
日
以
降
の
職
員
の

配
置
は
左
表
の
通
り
で
す
。

た
。
事
務
局
長
職
は
、
関
浩
理

事
長
（
当
時
）
よ
り
拝
命
し
ま

し
て
6
年
に
な
り
ま
す
が
、
世

代
交
代
と
組
織
基
盤
の
強
化
を

念
頭
に
進
め
て
き
た
作
業
は
、

ま
だ
ま
だ
道
半
ば
の
よ
う
に
思

い
ま
す
。
幸
い
、
理
事
会
を
支

え
る
事
務
局
に
は
多
く
の
優
秀

な
人
材
を
得
て
お
り
ま
す
。
こ

の
先
、
し
っ
か
り
と
協
会
を
支

え
、
会
員
の
先
生
方
に
信
頼
さ

れ
る
事
務
局
で
あ
り
続
け
て
く

れ
る
こ
と
を
願
っ
て
お
り
ま

す
。
末
尾
に
な
り
ま
し
た
が
、

力
及
ば
ず
の
事
務
局
長
に
、
忍

耐
強
く
お
付
き
合
い
下
さ
っ
た

会
員
、
理
事
の
先
生
方
、
関
連

団
体
、
企
業
の
皆
さ
ま
に
、
心

よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

携
わ
っ
た
以
外
他
に
職
歴
も
な

く
、
お
世
辞
に
も
経
験
豊
富
と

は
言
え
ま
せ
ん
。
与
え
ら
れ
た

重
責
に
不
安
一
杯
で
は
ご
ざ
い

ま
す
が
、
事
務
局
に
は
個
性
豊

か
で
、
様
々
な
能
力
を
有
し
た

職
員
が
た
く
さ
ん
お
り
ま
す
。

事
務
局
の
仲
間
の
力
を
借
り
な

が
ら
、
一
緒
に
仕
事
に
取
り
組

み
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

そ
し
て
、
垣
田
さ
ち
子
理
事
長

を
は
じ
め
、
業
務
を
遂
行
さ
れ

る
役
員
の
先
生
方
を
し
っ
か
り

と
支
え
、
保
険
で
よ
り
よ
い
医

療
と
医
業
の
実
現
を
目
指
し
、

会
員
の
先
生
方
の
お
役
に
立
て

る
よ
う
、
努
力
す
る
所
存
で
ご

ざ
い
ま
す
。
ご
指
導
、
ご
鞭
撻

賜
り
ま
す
よ
う
、
お
願
い
申
し

上
げ
ま
す
。

（
1
面
か
ら
の
続
き
）

も
た
ら
し
た
と
し
た
。

　

反
貧
困
運
動
で
は
、
生
活
保

護
の
老
齢
加
算
は
復
活
し
な

か
っ
た
が
、
母
子
加
算
は
復
活

し
た
。
こ
れ
は
、
人
に
焦
点
を

あ
て
た
民
主
党
の
動
き
が
あ
っ

た
か
ら
だ
と
し
た
。
子
ど
も
手

当
の
議
論
で
は
、
低
所
得
者
に

限
っ
た
対
策
と
せ
ず
、
所
得
制

限
を
設
け
る
べ
き
で
な
い
と
竹

下
氏
も
加
わ
っ
た
検
討
チ
ー
ム

で
提
言
。
批
判
を
浴
び
た
が
、

一
時
的
で
も
普
遍
主
義
の
政
策

が
実
現
し
た
こ
と
に
大
き
な
意

義
が
あ
る
と
し
た
。

　

協
会
事
務
局
か
ら
の
「
政
権

交
代
か
ら
私
た
ち
は
何
を
学
ぶ

べ
き
か
」
と
題
し
た
聞
き
取
り

レ
ポ
ー
ト
で
は
、
経
験
不
足
か

ら
起
こ
る
政
権
運
営
へ
の
批
判

が
多
か
っ
た
こ
と
を
述
べ
た
上

で
、
政
権
交
代
は
大
い
に
起
こ

る
べ
き
で
、
政
権
交
代
を
繰
り

返
し
経
験
し
、
国
民
・
政
党
・

行
政
が
学
ん
で
い
く
必
要
が
あ

る
と
報
告
し
た
。
そ
し
て
何
よ

り
民
主
党
政
権
を
誕
生
さ
せ
た

の
は
運
動
の
力
で
あ
る
こ
と
を

強
調
。
そ
れ
ま
で
の
格
差
・
貧

困
問
題
、
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
廃
止
や
応
益
負
担
反
対
運
動

な
ど
、
国
民
の
怒
り
の
声
が
政

権
交
代
の
原
動
力
だ
っ
た
と
し

た
。

　

そ
の
後
、
民
進
党
参
議
院
議

員
で
元
内
閣
官
房
副
長
官
の
福

山
哲
郎
氏
が
「
民
主
党
政
権
は

何
が
で
き
た
の
か
？
」
と
題
し

た
報
告
を
行
っ
た
。福
山
氏
は
、

民
主
党
政
権
を
振
り
返
り
、
理

念
の
浸
透
が
党
内
外
と
も
に
中

途
半
端
だ
っ
た
こ
と
、
官
僚
組

織
と
の
信
頼
関
係
が
不
足
し
て

い
た
こ
と
や
、
実
現
す
べ
き
政

策
の
優
先
順
位
が
曖
昧
で
経
験

不
足
だ
っ
た
こ
と
を
反
省
点
と

し
て
挙
げ
た
。
し
か
し
、
一
方

で
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
「
コ
ン
ク

リ
ー
ト
か
ら
人
へ
」
の
通
り
、

人
を
包
摂
す
る
社
会
を
目
指
し

た
こ
と
を
解
説
。
マ
ニ
フ
ェ
ス

上から竹下氏、福山
氏、渡邉氏

副
理
事
長 

就
任
の
あ
い
さ
つ
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会
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由
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退
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佐
世

就
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ご
あ
い
さ
つ
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第
42
回
小
児
科
診
療
内
容
向
上
会
が
、
京
都
小
児
科
医
会
、
京
都
府
保
険
医
協
会
、
鳥
居

薬
品
株
式
会
社
の
共
催
で
4
月
1
日
に
開
催
さ
れ
た
。「
保
険
点
数
の
留
意
事
項
と
最
近
の

審
査
事
情
」
に
加
え
、
今
回
は
2
題
の
特
別
講
演
を
聞
く
こ
と
が
で
き
た
。
保
険
点
数
の
変

更
が
な
か
っ
た
の
で
、
川
勝
小
児
科
内
科
医
院
の
川
勝
秀
一
医
師
か
ら
は
、
初
診
料
を
算
定

で
き
る
間
隔
や
、
保
険
病
名
を
付
け
る
必
要
の
な
い
投
薬
ル
ー
ル
な
ど
の
解
説
が
あ
っ
た
。

短
い
時
間
で
は
あ
っ
た
が
、
実
は
一
番
聞
き
た
か
っ
た
内
容
で
あ
り
好
評
で
あ
っ
た
。
特
別

講
演
は
「
子
ど
も
の
う
つ
病　

そ
の
診
断
・
治
療
・
予
防
」
を
長
尾
こ
こ
ろ
の
ク
リ
ニ
ッ
ク

院
長
の
長
尾
圭
造
医
師
か
ら
、「
ア
レ
ル
ゲ
ン
免
疫
療
法
（
ア
レ
ル
ギ
ー
性
鼻
炎
・
気
管
支

喘
息
）〜
治
癒
を
目
指
す
ス
テ
ー
ジ
へ
〜
」
を
聖
マ
リ
ア
ン
ナ
医
科
大
学
小
児
科
の
犬
尾
千

聡
医
師
か
ら
聞
く
こ
と
が
で
き
た
。

　

長
尾
氏
の
講
演
で
は
、
日
本

は
人
口
減
少
に
直
面
し
、
少
子

化
の
最
中
、
子
ど
も
た
ち
の
健

康
は
、
体
の
み
な
ら
ず
、
精
神

面
も
健
や
か
に
、
将
来
社
会
に

適
応
す
る
よ
う
に
成
長
す
る
こ

と
が
大
変
重
要
な
課
題
で
あ

る
。 

　

な
ぜ
う
つ
が
注
目
さ
れ
て
い

る
か
。
実
は
成
人
の
う
つ
病
は

そ
の
発
症
が
児
童
青
年
期
に
あ

る
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
日
本
で

は
こ
こ
30
年
子
ど
も
の
自
殺
が

年
間
6
0
0
人
ほ
ど
で
、
子
ど

の
話
を
も
積
極
的
に
聴
き
、
質

問
紙
型
の
チ
ェ
ッ
ク
表
を
用
い

た
構
造
化
質
問
紙
法
で
、
う
つ

症
状
を
丁
寧
に
検
討
す
る
工
夫

が
あ
る
か
ら
だ
。
子
ど
も
は

「
か
み
」
の
前
で
は
よ
り
正
直

で
あ
る
と
い
う
。
質
問
紙
に
は

う
つ
症
状
に
か
か
わ
る
睡
眠
、

考
え
事
、
気
持
ち
・
意
欲
（
希

死
念
慮
も
含
む
）、
行
動
、
食

欲
、
痛
み
な
ど
の
身
体
症
状
、

日
内
変
動
、
甘
え
や
退
行
現
象

な
ど
、
詳
細
に
渡
り
拾
い
上

げ
、
聞
き
漏
れ
の
な
い
よ
う
に

工
夫
さ
れ
て
い
る
。
面
接
の
と

き
は
子
ど
も
が
自
分
に
ぴ
っ
た

り
と
く
る
言
葉
、
分
か
り
や
す

い
表
現
を
用
い
る
こ
と
も
大
切

と
説
く
。
さ
ら
に
う
つ
症
状
手

前
の
精
神
状
態
、
基
底
気
分
の

周
期
、
変
動
に
も
気
を
配
り
、

本
人
が
「
ど
う
し
て
い
い
か
わ

か
ら
な
い
、
何
と
か
元
に
戻
り

た
い
、
カ
ウ
セ
リ
ン
グ
を
受
け

た
い
」
な
ら
、
治
療
を
開
始
し

た
方
が
よ
い
。
長
期
間
の
グ
ラ

フ
ィ
ン
グ
作
業
も
経
過
を
捉
え

る
に
大
切
で
、
う
つ
病
の
悪

化
、
躁
状
態
の
周
期
な
ど
の
把

握
に
有
用
で
あ
る
。

　

最
後
に
、
三
重
県
の
中
学
校

で
の
取
組
事
例
も
解
説
し
て
い

た
だ
き
、
示
唆
に
富
ん
で
い

た
。　

　

次
に
、
犬
尾
氏
の
講
演
で
、

日
本
で
は
受
験
シ
ー
ズ
ン
と
花

粉
の
飛
散
時
期
が
重
な
る
。
ア

レ
ル
ギ
ー
性
鼻
炎
は
、
睡
眠
障

害
や
学
習
障
害
を
も
た
ら
し
受

験
失
敗
を
も
た
ら
す
要
因
と
な

る
。
犬
尾
氏
か
ら
は
ア
レ
ル
ゲ

ン
免
疫
療
法
の
実
際
的
な
話
が

あ
っ
た
。
昔
か
ら
さ
れ
て
い
る

皮
下
注
射
免
疫
療
法
（
5
歳
以

上
が
対
象
）
に
加
え
、
舌
下
に

抗
原
を
滴
下
す
る
舌
下
免
疫
療

法
が
12
歳
以
上
で
は
可
能
と

な
っ
て
い
る
。
今
回
は
藤
田
保

健
衛
生
大
学
病
院
で
犬
尾
氏
が

さ
れ
て
い
た
皮
下
注
射
免
疫
療

法
の
話
が
主
で
あ
っ
た
が
、
短

期
入
院
で
急
速
に
増
量
す
る
方

法
の
提
示
や
、
少
な
く
と
も
3

年
以
上
維
持
す
る
の
が
大
切
と

の
ア
ド
バ
イ
ス
も
あ
っ
た
。

　

ま
た
ア
レ
ル
ギ
ー
性
結
膜
炎

に
は
、
結
膜
に
は
血
流
が
ほ
と

ん
ど
な
く
経
口
薬
で
は
ほ
と
ん

ど
効
果
な
い
こ
と
と
、
小
児
で

は
点
眼
ス
テ
ロ
イ
ド
を
用
い
る

と
眼
圧
上
昇
し
や
す
い
こ
と
も

教
え
て
い
た
だ
き
、
免
疫
療
法

の
最
も
よ
い
適
応
疾
患
で
あ
る

と
い
え
る
。

　

両
講
演
と
も
に
興
味
深
い
内

容
で
、
後
の
懇
親
会
で
も
盛
ん

に
議
論
が
続
い
て
い
た
。

 

（
中
京
西
部
・
松
尾

　
敏
）

も
の
総
数
が
減
少
し
て
い
る
の

で
自
殺
率
は
増
え
て
い
る
。
子

算
は
い
つ
で
も
算
定
で
き
る
よ

う
に
求
め
て
ほ
し
い
」
と
い
う

意
見
が
出
さ
れ
た
。
ま
た
各
科

か
ら
「
処
置
等
を
し
た
場
合

に
、
そ
の
点
数
が
外
来
管
理
加

算
よ
り
低
い
時
も
あ
り
、
矛
盾

を
感
じ
る
。
時
間
の
か
か
る
処

置
が
日
常
の
診
療
の
中
で
結
構

あ
る
が
、
そ
の
割
に
は
点
数
が

低
か
っ
た
り
、
す
ぐ
終
わ
る
処

置
の
方
が
点
数
が
高
か
っ
た
り

と
矛
盾
が
あ
る
」
等
の
意
見
が

出
さ
れ
た
。

　

在
宅
医
療
に
つ
い
て
は
、

「
誰
も
が
在
宅
医
療
を
や
れ
る

仕
組
み
に
し
な
い
と
い
け
な

い
。
強
化
型
支
援
診
な
ど
複
雑

す
ぎ
る
。も
っ
と
単
純
化
し
て
、

考
え
方
を
変
え
て
い
か
な
い
と

い
け
な
い
」「
本
当
に
国
が
考

え
て
い
る
よ
う
な
在
宅
医
療
が

で
き
る
の
か
。
綾
部
・
福
知

山
・
舞
鶴
は
マ
ン
パ
ワ
ー
が
足

り
な
い
」
な
ど
国
が
推
し
進
め

る
地
域
医
療
構
想
に
つ
い
て
も

疑
問
を
も
つ
声
が
挙
げ
ら
れ

た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
協
会
か

ら
は
、「
厚
労
省
と
し
て
は
、

在
宅
を
広
げ
て
い
き
た
い
し
、

在
宅
を
や
っ
て
い
る
と
こ
ろ
へ

点
数
を
つ
け
た
い
。
し
か
し
、

財
源
が
必
要
に
な
る
。
在
宅
を

広
げ
た
い
が
、
お
金
は
か
け
た

く
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
い
ろ

ん
な
要
件
を
つ
け
な
が
ら
在
宅

を
進
め
る
と
い
う
矛
盾
し
た
態

度
」
と
指
摘
し
た
。

　

ま
た
、
遠
隔
診
療
の
問
題
に

つ
い
て
は
、「
医
師
会
も
反
対

し
て
い
る
と
お
り
、
原
則
は
対

面
診
療
で
あ
る
べ
き
で
、
遠
隔

診
療
は
そ
れ
を
補
完
す
る
と
い

う
位
置
づ
け
。
厚
労
省
は
初
診

か
ら
遠
隔
診
療
で
も
か
ま
わ
な

い
と
い
う
見
解
を
出
し
て
い
る

が
、
そ
れ
は
や
は
り
認
め
ら
れ

な
い
」
と
強
調
し
た
。
そ
の
他

に
も
、「
改
定
ご
と
に
レ
セ
プ

ト
へ
の
コ
メ
ン
ト
の
付
記
が
求

め
ら
れ
、
事
務
作
業
が
多
く

な
っ
て
き
て
い
る
」「
多
剤
（
7

種
類
以
上
）
投
与
に
つ
い
て

も
、
現
在
の
減
算
規
定
に
反
対

し
て
ほ
し
い
。
増
点
し
て
ほ
し

い
ぐ
ら
い
だ
」
等
、
現
行
制
度

に
対
す
る
批
判
的
な
意
見
が
出

さ
れ
た
。
他
方
で
、「
保
険
医

協
会
が
、
保
険
点
数
に
つ
い
て

レ
ク
チ
ャ
ー
を
し
て
く
れ
る
こ

と
を
大
変
あ
り
が
た
く
思
っ
て

い
る
」「
点
数
の
改
定
の
時
に

は
、
い
ろ
い
ろ
勉
強
し
て
い
る

が
、
今
後
も
保
険
医
協
会
の
勉

強
会
に
参
加
し
た
い
」
と
協
会

に
期
待
を
よ
せ
る
意
見
も
出
さ

れ
た
。

　

最
後
に
委
員
会
任
期
満
了
に

つ
き
、
岡
田
議
長
、
茨
木
副
議

長
か
ら
御
礼
お
よ
び
あ
い
さ
つ

が
述
べ
ら
れ
、
会
を
締
め
く

く
っ
た
。

　

協
会
は
、
2
0
1
6
年
度
第

2
回
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
委

員
会
を
4
月
22
日
に
開
催
し

た
。
地
区
医
師
会
か
ら
17
人
、

協
会
か
ら
7
人
が
出
席
し
、
岡

田
代
議
員
会
議
長
の
司
会
で
進

行
し
た
。

　

協
会
か
ら
は
、「
次
回
改
定

の
動
向
と
協
会
（
保
団
連
）
の

改
定
要
求
に
つ
い
て
」
を
テ
ー

マ
に
、
18
年
度
診
療
報
酬
・
介

護
報
酬
同
時
改
定
に
向
け
て
、

現
在
中
医
協
で
検
討
さ
れ
て
い

　
「
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム

の
強
化
の
た
め
の
介
護
保
険
法

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案
」
が
5
月
26
日
、
参
院
本
会

議
で
自
民
、
公
明
と
日
本
維
新

の
会
な
ど
の
賛
成
多
数
で
可

決
、
成
立
し
た
。

　

こ
れ
に
よ
り
18
年
8
月
か
ら

介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
料
に
3

割
負
担
が
導
入
さ
れ
る
。
対
象

者
の
所
得
水
準
は
今
後
政
令
で

決
め
ら
れ
る
が
、
単
身
で
年
収

3
4
0
万
円
（
年
金
収
入
の
み

で
は
3
4
4
万
円
）
以
上
、
夫

婦
世
帯
で
は
4
6
3
万
円
以
上

を
想
定
。
厚
生
労
働
省
の
推
計

で
は
、
利
用
者
4
9
6
万
人
の

3
％
に
当
た
る
約
12
万
人
が
該

当
す
る
。

　

ま
た
、
介
護
療
養
病
床
の
廃

止
時
期
は
17
年
度
末
か
ら
6
年

間
延
長
さ
れ
て
23
年
度
末
ま
で

に
な
る
。
新
設
す
る
「
介
護
医

療
院
」
は
18
年
4
月
か
ら
開
設

が
可
能
と
な
る
が
、
具
体
的
な

要
件
に
つ
い
て
は
、
社
会
保
障

審
議
会
介
護
給
付
費
分
科
会
で

検
討
す
る
見
通
し
。

　

協
会
は
さ
ら
な
る
負
担
増
は

行
う
べ
き
で
な
い
と
、
署
名
や

要
請
行
動
を
行
っ
て
き
た
。

　

同
法
に
つ
い
て
も
15
年
の
2

割
負
担
導
入
の
検
証
も
行
わ
ず

に
負
担
引
き
上
げ
が
な
さ
れ
る

こ
と
な
ど
、
問
題
を
指
摘
し
て

徹
底
審
議
の
う
え
廃
案
を
求
め

て
い
た
。

　

こ
う
し
た
こ
と
が
国
会
で
も

問
題
視
さ
れ
、
2
割
負
担
導
入

に
よ
る
影
響
調
査
を
政
府
に
求

め
る
付
帯
決
議
が
採
択
さ
れ

た
。　

　
「
共
謀
罪
」
が
衆
院
を
通
過

し
た
翌
日
と
な
る
5
月
24
日
、

京
都
新
聞
に
「
監
視
社
会
い
ら

活
動
の
委
縮
に
も
つ
な
が
る
。

自
由
な
表
現
が
で
き
な
い
社
会

に
な
る
こ
と
は
避
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
」
と
危
機
感
を
露
わ

に
し
た
。

な
い
『
拡
大
解
釈
で
自
由
抑

制
』」
と
す
る
垣
田
さ
ち
子
理

事
長
へ
の
取
材
記
事
が
掲
載
さ

れ
た
。

　

報
道
で
は
、
政
府
は
一
般
市

民
は
対
象
に
な
ら

な
い
と
し
て
い
る

が
、
戦
前
の
治
安

維
持
法
が
市
民
を

弾
圧
し
た
過
去
を

知
る
人
た
ち
は
、

法
案
の
危
険
性
に

警
鐘
を
鳴
ら
す
と

し
て
い
る
。
垣
田

理
事
長
は
紙
面
で

「
捜
査
機
関
の
拡

大
解
釈
で
自
由
が

抑
制
さ
れ
る
恐
れ

が
あ
る
」「
デ
モ

る
項
目
に
つ
い
て
報
告
を
行
っ

た
。
各
委
員
か
ら
は
、「
今
後
、

在
宅
医
療
・
介
護
が
重
要
に

な
っ
て
く
る
。
そ
う
い
う
流
れ

で
あ
る
と
は
思
う
が
、
在
宅
点

数
に
お
け
る
算
定
要
件
等
が
複

雑
す
ぎ
て
わ
か
ら
な
い
。
も
う

少
し
単
純
化
で
き
な
い
か
」「
実

際
に
診
療
で
か
か
っ
て
い
る
手

間
や
時
間
が
技
術
料
等
に
反
映

さ
れ
て
い
な
い
」
な
ど
、
保
険

点
数
へ
の
不
満
・
矛
盾
を
指
摘

す
る
意
見
が
多
数
出
さ
れ
た
。

　

具
体
的
に
は
、
外
来
管
理
加

算
に
つ
い
て
、「
小
児
科
に
お

い
て
、
喘
息
の
患
者
に
吸
入
を

す
る
と
外
来
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監視社会の再来危ぶむ
京都新聞に理事長インタビュー



　声明全文
　京都市保健福祉局は、リーフレット「終活～人生の終
末期に向けての備え～」を3万部作成し、長寿すこやか
センターや各区・支所福祉事務所等での配架を行った。
　報道によると本件に関し、京都市へ難病患者さんや障
害のある人たち、法曹関係者から批判と懸念が寄せられ
ているようだ。
　私たち医療者は日々、さまざまな患者さんと向き合っ
ており、人生の最期を迎えるにあたり、ご本人やご家族
の意向をお聞きすることもある。
　元気なときに、「延命治療なんかしていらん」と言わ
れていた患者さんが、いよいよとなれば、真逆のことを
言われるなど、日常茶飯事である。
　「その時」にはご本人も家族も不安と恐怖の中にいる。
　人の最期とはそういうものではないか。
　整然と予定した通り、粛々と逝けるほど、生命は軽い
ものではない。

人の生死の選択にかかる書類を医療者の
介在なく配布することへの違和感

　個々の患者さんは、それぞれの成育歴があり、生活ス
タイルがあり、死生観・価値観・人生観などが違う。そ
して、医学や医療の知識の量や質も違う。患者さんが自
らの治療方針について希望を持ち、それを決定したいと

考えることは当然だが、医療者の存在なしに、それを決
めることはできない。したがって「終末期」の治療方針
は、医師をはじめ、医療スタッフが専門家として患者・
家族に寄り添いながら話し合い、いつでも変更が生じる
ことを前提にしながら、考えることが大切なのである。
　そして、私たち医療者はプロフェッショナルとしての
責任を全うする覚悟を持ち、患者さんの生と死に向きあ
うのである。
　私たちは、「公権力」である京都市が、市民の生死の
「選択」にかかる「事前指示書」を、窓口で「お知らせ」
のように配布することに強い違和感を覚える。
　京都市は役所に勤務する医師らと真摯に話し合いを重
ね、それを決定したのか。
　それにしてはあまりに生命を軽んじている。

医療にとっての「事前指示書」の意味と危険性
　恐らく、市の配布した「事前指示書」を受け取った方
の多くが、まるでアンケートを書くかのように記入し、
少なくない方が積極的治療を「希望しない」欄にチェッ
クするだろう。
　しかし、実際に「終末期」にある訳ではなく、元気な
時に記された指示は、少なくとも医療にとっては何ら意
味のあるものではない。
　本当に病気になって、初めて治療方針は問題になる。
　そして日々変化する「症状」を受け止め、患者さんの

意向を常に確認しながら、不断に治療方針を見直し、そ
の場に応じて最善の選択をしていく他ない。
　だが現実には「終末期」の患者さん本人から意向を聞
くことが難しいケースが多い。
　その時、医師のもとに自らが介在しない時点で記され
た京都市作成の「指示書」が、患者さんのご家族から持
ち込まれたとき、一体どのように扱えば良いのか。
　現場が困惑し、混乱することが危惧される。

国の医療費抑制のための「啓発」に同調
　京都市の「終活」が報じられた直後、今度は国が「終
末期医療に関する啓発資料」として「市民向け啓発パン
フレットのひな型」を来年春に向けて作成するとの報道
がなされた。
　これは偶然だろうか？　国が終末期医療を論じる時、
少なからず医療費の抑制が意図されているのは明白と考
えるが、京都市はそれに同調し、「トップランナー」で
乗じたのか？
　終末期医療を「尊厳」という言葉から問い直す動きが
あるが、国が医療費抑制を進める情況にあって、それが
どのように利用されるかはわかりきっている。
　京都市はそのことを理解しているのだろうか。

市民の心を傷めつける恐れ
　もう一つ重大なことは、京都市が行った「事前指示
書」配布が、市民の心を傷めつけることである。
　難病患者さんや障害のある人たち、現実に胃瘻や人工
呼吸器を装着して生きている方々は、「事前指示書」配
布をどのように受け止めるであろうか、どれだけ当事者
である彼らを傷つけるものであるか。胃瘻や人工呼吸器
の装着がすべて延命治療であるかのように描くことが、
その人たちの「生」を否定する行為であることに、気づ
く感性が行政には求められるのである。
　あの相模原市の事件で、逮捕された容疑者は信じ難い
差別意識を隠さなかった。だがそれを醸し出す空気が今
日、確かにこの日本を覆っている。
　その空気に抗し、人権を守るべき存在が自治体であ
る。京都市は人の死を語るのではなく、生きるための保
障を充実すべきである。
　私たちは、今回の終活リーフと事前指示書の配布を決
定した行政判断を過ちと認め、撤回し、文書をすべて回
収することを、強く要求する。

2017年5月30日 
京都府保険医協会　理事長　垣田 さち子

　第１　はじめに
　京都市は、本年４月から、人生の終末期の医療に備え
て自らの希望をあらかじめ書き留めておく「事前指示
書」を各区役所等で配布し始めました。
　「事前指示書」や関連するリーフレット等は、京都市
のHPからもダウンロードできる形になっています。
　「事前指示書」については賛否両論あるようですが、
本コラムでは賛否ではなく、「事前指示書」に関する法
的問題点を述べたいと思います。
　第２　事前指示書等に関する情勢について
　近時は、国立長寿医療研究センターやその他各病院な
どで事前指示書をHP上に掲載し、同書を元気なうちに
書いておくことをすすめている医療機関も少なくないよ
うに見えます。
　また高齢化社会に備えて、アドバンスケアプランニン
グ、リビングウィルといった方法を取られている医療機
関も少なくないようです。
　終末期医療において、アドバンスケアプランニング等
の方法を取り、より患者さん本人の意向に沿った治療を
行っていくという過程自体は望ましいものといえそうです。
　しかしながら、医療機関が事前指示書に頼りすぎると
いうのも問題と言えそうです。
　以下では、その問題点に関して、京都市の「事前指示
書」を踏まえて述べたいと思います。
　第３　事前指示書の意味
　１　当然ですが、自分の治療方針について決定するの
は、最終的には自分自身です。
　患者さん本人の意向確認なしに、医師が治療方針を決
定することはできません。この点は、すでにインフォー
ムドコンセントでも議論されていることかと思います。
　２　京都市が配布している「事前指示書」には、以下

のような記載があります（以下、抜粋）。
　「１　基本的な希望
　（１）痛みなど
　□できるだけ抑えてほしい
　□自然のままでいたい
　□その他
　（中略）
　２　終末期になったときの希望
　（１）心臓マッサージなどの心肺蘇生法
　□希望する　□希望しない　□その他」
　仮に、上記２（１）で心肺蘇生法を 希望しないとさ
れていた場合に、医療機関が同書を確認して、心肺蘇生
法を行わないということは問題ないのでしょうか。
　結論的に申し上げると、答えはNOです。
　「事前指示書」は文字通り、「事前」の意思を表したも
のにすぎません。治療方針を決定するのは、「事前」の
患者さんではなく、その問題が起こった「現在」の患者
さんです。
　したがって、いくら「事前指示書」に延命治療を希望
しない等と記載されていても、それが「現在」の意思を
本当に表しているのかどうかは、十分に確認しなければ
なりません。
　これまでにも医療機関の方で、患者さん本人に説明し
たうえで同意をもらい、また患者さん本人だけでなく、
親しい家族も交えたうえで説明を行い、方針を決定する
ということをされていたかと思いますが、終末期医療の
場合には、患者さん本人の意向を確認することは極めて
困難であるため、ご家族のみに説明し、ご家族の意思を
元に本人の意思を推測し、治療方針を決定せざるをえま
せん。
　もちろん、この時に「事前指示書」があれば、「現在」

の患者さん本人も「事前指示書」に記載された通りの意
思を持っているだろうと強く推測されますが、必ずしも
事前指示書だけで医療機関が免責されると思われるのは
誤りですのでご注意下さい。
　第３　事前指示書の問題点
　１　もし、「事前指示書」に記載されている患者さん
の意思とご家族の意思が異なっている場合は、どうで
しょうか。
　「事前指示書」に従った治療方針を行ってよいので
しょうか。
　それともご家族の意思に基づいた治療方針を行った方
が良いのでしょうか。
　これに対して答えはありません。あくまでケースバイ
ケースとしか言いようがないところです。
　２　また「事前指示書」およびご家族の意思にした
がって延命治療を行ったにもかかわらず、患者さん本人
が「なぜ助けたのか」と述べてきた場合は、いかがで
しょうか。そうではなく、ご家族が「なぜ助けたのか」
と述べてきた場合はいかがでしょうか。
　基本的に、事前指示書に加えて、ご家族に説明を行
い、ご家族の意思に基づいて治療を行ったのであれば、
医療機関側が責めに問われる必要はありません。
　その旨、患者さん本人やご家族にご説明いただき、納
得していただく必要があります。
　第４　総括
　これまで事前指示書が持つ法的問題点などについて述
べてきましたが、あくまで事前指示書を書くかどうかは本
人の自由であり、誰かに強制されるものではありません。
　またこれを書いているからといって、必ずしも事前指
示書の記載どおりに治療が行われるかどうか、またそう
しなければならないかは臨床状況によります。
　医療機関においては、上記のような問題点を踏まえて
事前指示書を取り扱っていただければと思います。

　京都市が、リーフレット「終活～人生の終末期に向けての備え～」と終末
期医療の「事前指示書」を市民に対し４月から配布している。終末期医療を
巡っては、各方面でさまざまな議論が行われており、また民間団体において
も事前指示書あるいはそれに類するものが作成、配布されている。しかしな
がら協会は、公の京都市が、市民の生死の「選択」にかかる「事前指示書」
を、窓口で「お知らせ」のように配布することに強い違和感を表明。「選択」
を文書に記すにしても、必須である医療関係者との連携を整えることなく文
書のみを配布している姿勢に対し批判の声をあげるとともに、リーフレット
等の撤回と回収を求める声明を発表した。なお、６月２日付の京都新聞でこ
の声明が取り上げられた。以下、全文を掲載する。
　また、こうした「声明」の考え方とは別途、法的側面からの見解を弁護士
の福山勝紀氏より寄稿いただいたので、紹介する。

京都市は「終活」リーフの撤回・回収を

事前指示書に関しての法的見解 弁護士　福山 勝紀

京都市が配布しているリーフレット
と事前指示書

寄 稿
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　思い返せば、渋谷健司氏が座長を務めた保健医療
2035も事実上「ステークホルダー」を排した検討会
の成果物だった。
　当時、突然出てきた検討会が随分浮世離れした提
言書を書いたものだ、との受け止めもあった。だが
気がつけば、国はそれをあらゆる場面で引用し、事
実上の国方針の寄る辺として扱っている。
　「ステークホルダー」を排することなく、パラダ
イム転換は打ち出せない。そのような判断が働いて
いるのか。
　当の渋谷氏がインタビューに答えている。「『今ま
でやってきたことを、そのままやっていればいい』
という時代は終わった。特に医療提供体制、医師の
需給や他職種との連携の在り方は、難しい問題です
が、時代とともに変わっていく必要がある」と思
う。「こういう方向に皆で進んで行こうという、そ
の羅針盤が必要になる」。その上で、検討会の人選
について「僕が決めたわけではありません。『団体
代表は入れず、なるべく広い分野から、比較的若手
をメインに』という希望は申し上げましたが、それ
以外は言ってい」ない※６。
　会議の構成員が、所属組織に捉われず、個人の立
場で発言することで、「医療提供体制に関する伝統
的な政策形成の論理や利害調整を机上で展開するだ
けでは策定できない」課題の解決は可能になるとい
うことだろう。そうした考え方は理解できる部分も
あるが、違和感は拭えない。
　「ステークホルダー」なる言葉は通常「利害関係
者」と訳される。
　だが、医療・福祉政策の決定過程における「ス
テークホルダー」の役割は、「利害」を超えた「当
事者」の役割である。
　むしろ当事者を切り離して方針を考えようとする
のではなく、既成審議会に医療提供側だけでなく患
者・市民のサイドの参加を強化するのが正しい方向
性ではないか。障害者自立支援法と応益負担反対運
動におけるスローガンの一つであった「私たちを抜
きに私たちのことを決めないで」という言葉をもう
一度噛みしめねばならない。
　結果として「ステークホルダー」の発言の重みが
低下する流れは、やはり看過できない。

医師偏在対策の
本格検討始まる

　さて、渋谷氏自身がインタビュー
で語っているように、ビジョン報告
書は医師需給分科会の中間とりまと
めにあった医師偏在是正策としての
「規制策」を是認していない。渋谷
氏は「もともと僕は、医師の強制配
置は最終的な手段であり、できるだ
けやるべきではないと思ってい」
た。「強制配置をしなくても、勤務
環境や子育て環境を整えれば問題解
決が可能だとわかった。医療界には
古い体質が残り、一般のビジネス界
では当たり前のことが、行われてい
なかった」と語っている。これは、「医師勤務実態
調査」が「医師の44％が今後地方で勤務する意思が
ある」との結果だったことを受けてのものだろう。
　ビジョン報告書が保健医療2035同様に「羅針盤」
として活用されるとすれば、私たちが警鐘を鳴らし
てきた「医師に対する規制」方針は回避されるは
ず。だがそれは楽観的過ぎる。なぜならビジョン報
告書という「羅針盤」の指し示す方角には、あから
さまな「規制」を謳うことなくとも、実質的に規制
的手法が取り入れられる近未来があるからだ。
　ビジョン報告書の描く、全国一律の制度設計・
サービス提供を志向した従来構造からの脱却、自治
体が外来医療も含めた需給推計から供給確保までを
コーディネートする方向性を肯定しようとすれば、
その前提に国家による医療保障という基本姿勢が担
保されている必要がある。つまり、自治体で必要と
判断すれば医師・医療機関の配置が白紙委任され、
全財源の国家保障がなされねばならない。もちろん
それはあり得ない。なぜなら国の「医師偏在是正」
方針が「医療費の地域差是正」と一体のものだから
である。
　４月20日の財政制度等審議会・財政制度分科会は
医療費適正化のため、都道府県の「第２期医療費適
正化計画（2013～2017年度）」の実績評価時期の
2018年度から「地域別診療報酬を実施する」よう要

請した。
　かように、国にとっては医療費の地域差縮減目標
実行こそが都道府県に求める「医療政策」なのであ
る。ビジョン検討会が良心的な立場で何を書いて
も、地方自治体は結果として、医療提供体制を抑制
的に管理する役割に追いこまれてしまう。
　医療費を減らせという圧力の下、地方自治体に与
えられる「権限」とは、結果として強制力を高める
ものにしかならない。例えば報告書にあるプライマ
リケアの普及の観点から導き出された開業医医療の
「システム化」にしても、患者がかかりつけ医の紹
介なしに専門科受診や入院ができない仕組みであり
フリーアクセス否定そのものだ。自治体が需給推計
し、必要な医療資源数を導き出し、結局は適正と判
断する医療機関数を「配置」するとしたら、かかり
つけ医の人数は限定され、開業地によって保険医登
録できない状況が生み出されることは十分予想可能
だ。
　直接的な国家規制は否定されても、地方自治体の
手による自主的・自律的という美名の下に、規制は
貫徹される。
　最後に指摘せざるを得ないのは、医師に対する規
制に対峙しきれていない医療界の情況である。
　日本医師会は17年３月に「医師団体の在り方検討
会報告」をまとめた。
　そこで語られているのは「職業選択の自由」は重
要ではあるが、「医師偏在解消に向けて」「自主的・
自律的に何らかの適切な仕組みをつく」らねばなら
ない。強制を受け入れることなく、自らが「適正配
置」に乗り出す。そのために、全員加盟制医師組織
をつくる、ということである。
　なぜ、自由開業制やフリーアクセスは重要なの
か。それは「職業選択の自由」だけの問題ではない
はずだ。それは、国民皆保険体制における医師の働
き方、医療のあり方の根本を覆すからである。その
ことを、私たちは昨年の医療研究フォーラムを通
じ、それ以降も繰り返し訴え続けてきた。
　保険医運動の正念場としか言いようのない情況
が、今眼前には広がっている。

政
策
解
説

※６　m3.com　2017年５月８日（月）配信

医師に対する規制的手法導入か
当事者抜きで進められる医療政策の転換

2

出典： 新たな医療の在り方を踏まえた医師・看護師等の働き方ビジョン検討会　医師の勤
務実態及び働き方の意向等に関する調査平成29年４月６日　厚生労働科学特別研究
「医師の勤務実態及び働き方の意向等に関する調査」研究班　厚生労働省医政局

日　時 7月29日（土）午後１時～５時
場　所 ラボール京都４F 第８会議室
参加費 資料代 500円
主　催 福祉国家構想研究会　　　連絡先　京都府保険医協会（☎075-212-8877）

福祉国家構想研究会 連続講演会 第２回講演会
安倍政権に代わる選択肢を探る

１. 福祉国家財政の選択肢 神戸大学名誉教授　二宮 厚美 氏
２. 安保と戦争法に代わる選択肢
       ―戦争法廃止の連合政権から安保のない日本へ―
 一橋大学名誉教授　渡辺　 治 氏

　福祉国家構想研究会は2009年以来、自公政権の軍事大国化、新自由主義政策に代わる対抗構想として ｢新しい福祉
国家｣ 構想を検討・発表してきましたが、安倍政治を何とかしたいという思いが高まるいま、改めて、安倍政治に代わ
る連合の政治の選択肢を考えてみたいと、この連続講演会を企画しました。どなたでもご参加いただけます。定員87人。
　なお、第１回は７月15日に東京で、第３回は８月19日に北海道でそれぞれ開催されます。

嵐電
西院駅

ラボール
京都

嵐電
西院駅
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グループ保険（生命保険）
保険医と大切な家族のために。
しっかりした安心を手頃な掛金で。
2017年４月１日より受付中！
※以降、毎月10日締切で受付。効力発行は、2 カ月後の 1 日から。

※保険医共済会への入会（入会金）1,000円が必要です。

●万が一の場合の死亡・所定の高度障がいを保障
• 保険金は500～4,000万円から選択できます（年齢により加入で
きる保険金額は異なります）。
• １年ごとに収支計算を行い、剰余金が生じた場合は、配当金とし
て還元されるため、実質的な保険料負担はさらに下がります。

●医師の診査はなく、健康状態の告知などによる申し込み
• 質問事項は３つだけ！
（１）健康上の理由で就業制限を受けているか
（２）１年以内に、手術または２週間以上の入院があるか
（３）１年以内に、２週間以上の治療・投薬があるか
※該当するものがある場合は、告知書をご提出いただいた上で診査となります。

●保険金の全部または一部を年金として受け取ることも可能
• 受取人の希望により、保険金の全部または一部を年金（５・10・
15年から選択）として受け取ることができます。

効力発行は
8月1日以降

保険医年金
加入申込
受付期間 6月20日（火）まで

※2017年９月１日付加入

（2016年 9 月 1 日現在）

月　払  1 口 1 万円
 30口限度（月30万円）

一時払  1 口50万円
 毎回40口（2,000万円）

1.259％予定利率
（最低保証利率）

加入資格

満74歳までの協会会員
※月払増口・一時払申込みは満79歳まで

加入口数

※昨年度実績：1.469％（予定利率1.259％＋配当0.210％）

＊ コツコツ貯める月払、まとまった余裕資金
を一時払で着実に積立て。
＊ 必要な時に、いつでも口数単位で解約可能。
＊ 掛金払込みの中断・再開ができます。
＊ 年金受取開始は、加入５年後から80歳（満
期）の間で自由。受給方法は、定額型確定
年金（10・15年）と逓増型確定年金（15・20
年）の４種類の中から、受給開始時に選択。
＊ 万一の場合は、ご遺族が遺族一時金または
年金として全額受給。

●自在性のポイント●

締切迫る !

2 0 1 7 年 (平成 2 9 年) 6 月 1 0 日第 3 0 0 3 号 京 都 保 険 医 新 聞 ( 6 )毎月 10日･25日発行

針刺し事故等補償プラン
身近なリスクの備え、従業員の福利厚生にも

案内パンフレット（白色の冊子）は本紙に同封してい
ます。ぜひこの機会に加入をご検討下さい。お問い合
わせは京都府保険医協会（☎075-212-8877）まで。

被保険者が医療関係の業務に従事中に生じた
偶然な血液暴露事故を直接の原因として、
HBVに感染後Ｂ型肝炎を発病して治療を受
けた場合、HCV・HIVに感染した場合に保険
金をお支払い

日常生活における急激かつ偶然な外来の事故
によるケガも補償

保険料は団体割引20％を適用（京都府保険医
協会が契約者となる団体契約）

1.

2.

3.

（団体傷害総合保険・損保ジャパン日本興亜取扱）

8月1日
から

1年間

中途でも加入

できます!!

第70回 定 期 総 会
日　時 7月30日（日）午後２時～７時30分
場　所 リーガロイヤルホテル京都 2 階 「春秋の間」
 （下京区東堀川通り塩小路下ル）

● 総　会 午後 2 時～ 4 時
 ※開始時間が例年より遅くなっておりますので、ご留意下さい。

● 講演会 午後 4 時15分～ 5 時30分
 演題：「輝く子ども時代のために」
 演者：都大路法律事務所

弁護士　安保 千秋 氏
● 懇親会 午後 5 時40分～ 7 時30分
•スタンダードジャズ演奏：ボーカル　中川 さつき 氏
•福引き
•（株）アミスセレクト、アミスネットショップの即売会、
　被災地支援物産展も行います

Ⓒもへろん

案内パンフレット（青色の冊子）は第3000号（５月10日発行）でお送りしてい
ます。お問い合わせは京都府保険医協会（☎075-212-8877）まで。

○保険期間　8月5日午後4時から1年間（中途での加入も可能）
○会員のご家族も加入できます

ゴルフをたしなむ会員・ご家族のみなさま

ゴルファー保険にご加入ですか?

◆ ゴルフプレー中に他人に損害を与えたとき
◆ ゴルフプレー中にご自身がケガをしたとき
◆ ゴルフ用品に事故があったとき
◆ ホールインワン・アルバトロスを達成したとき など

こんな時に
補償

されます！

保険料は20%
割引でお得!

引受保険会社
三井生命（幹事）・明治安田生命・
富国生命・日本生命・太陽生命・
第一生命

七条通

八条通

塩小路通

烏
丸
通

河
原
町
通

堀
川
通

JR東海道本線

JR東海道新幹線

近鉄京都線

リーガロイヤル
ホテル京都

京都駅

〈総会講演会・内容要旨〉
　日本は総人口の26.6％が65歳以上、０歳から14歳ま
での子どもが12.5％の超高齢少子化社会に入りました。
しかし、問題は、子どもの数が少ないことだけではありま
せん。社会が、子どもを大切にしていないことのほうがよ
り大きな問題です。児童相談所への虐待通告件数が年間
10万件を超え、小中学生の不登校は12万人、引きこもり
は50万人と推計されています。子ども時代は、大人になっ
て自分自身の人生を作っていくときの背骨を作る時代で
す。日本には、「子どもは宝」という言葉がありますが、
社会から見て宝だけではなく、子ども時代は、その人の人
生にとっても宝です。子どもが子ども時代を豊かに育つた
めに、私達ができることを皆さんと考えたいと思います。

（第193回 定時代議員会合併）

会員 1,000円
家族・従業員 5,000円

懇親会
参加費



（
30
歳
代
前
半
女
性
）

〈
事
故
の
概
要
と
経
過
〉

　

3
年
前
か
ら
ア
レ

ル
ギ
ー
性
鼻
炎
・
結

膜
炎
の
既
往
症
が
あ

り
、
他
院
に
て
投
薬

等
で
治
療
を
受
け
て

い
た
。
当
該
医
療
機

関
で
、
ア
レ
ル
ギ
ー

性
鼻
炎
に
対
し
て
、
ケ
ナ
コ
ル

ト
Ａ
（
40
㎎
）
1
Ａ
を
左
上
腕

に
皮
下
注
射
し
た
。
そ
の
後
、

患
者
は
ケ
ナ
コ
ル
ト
注
射
部
位

の
皮
膚
の
変
色
、
軽
度
の
陥
凹

等
を
訴
え
て
受
診
し
て
き
た
。

　

患
者
側
は
ケ
ナ
コ
ル
ト
の
副

作
用
に
つ
い
て
説
明
を
受
け
て

い
な
か
っ
た
と
休
業
損
害
等
、

賠
償
請
求
し
て
き
た
。

　

医
療
機
関
側
と
し
て
は
、
原

疾
患
で
あ
る
ア
レ
ル
ギ
ー
性
鼻

炎
・
結
膜
炎
は
投
薬
等
の
他
の

治
療
法
で
は
改
善
し
て
い
な

か
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
上

で
、
ケ
ナ
コ
ル
ト
を
使
用
し
た

　

技
術
が
進
み
、
安
い
デ
ジ
タ
ル

カ
メ
ラ
で
も
動
画
撮
影
が
簡
単
に

で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
タ
ブ

レ
ッ
ト
端
末
で
も
ス
マ
ホ
で
も
撮

れ
る
。
常
設
型
の
監
視
・
記
録
用

カ
メ
ラ
も
た
く
さ
ん
出
て
い
る
。

　

Ｓ
Ｄ
カ
ー
ド
、
ハ
ー
ド
デ
ィ
ス

ク
、
ブ
ル
ー
レ
イ
デ
ィ
ス
ク
と

い
っ
た
記
憶
装
置
も
安
く
て
大
容

量
に
な
り
、映
像
・
音
声
を
大
量
に

保
存
す
る
こ
と
は
難
し
く
な
い
。

　

動
画
の
記
録
を
、
も
っ
と
積
極

的
に
医
療
現
場
で
用
い
る
べ
き
で

は
な
か
ろ
う
か
。

　

用
途
の
一
つ
は
、
施
設
の
防
犯

対
策
だ
。
と
り
わ
け
病
院
は
、
不

特
定
多
数
が
出
入
り
し
、
心
身
の

弱
っ
た
状
態
に
あ
る
患
者
が
大
勢

い
る
の
に
、
ガ
ー
ド
が
甘
す
ぎ
る

こ
と
が
多
い
。
外
部
か
ら
何
者
か

が
侵
入
す
る
可
能
性
も
、
内
部
犯

行
も
あ
り
う
る
。
現
に
あ
ち
こ
ち

で
事
件
が
起
き
て
い
る
。

　

む
や
み
な
管
理
強
化
を
勧
め
る

わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
、
施
設
の

出
入
り
口
、
廊
下
、
で
き
れ
ば
病

室
に
も
カ
メ
ラ
を
付
け
た
ほ
う
が

よ
い
。
映
像
を
常
時
監
視
す
る
の

は
人
手
が
か
か
る
が
、
記
録
す
る

だ
け
で
も
、
捕
ま
り
た
く
な
い
人

物
へ
の
対
策
に
は
な
る
。

　

二
つ
め
は
医
療
安
全
だ
。
ど
ん

な
医
療
行
為
を
実
施
し
た
の
か
、

病
室
を
含
め
て
、
ど
う
い
う
診
療

補
助
行
為
・
看
護
行
為
を
誰
が
ど

ん
な
ふ
う
に
や
っ
た
の
か
、
あ
る

い
は
、
や
ら
な
か
っ
た
の
か
。

　

電
子
カ
ル
テ
が
普
及
し
て
も
、

文
字
の
記
録
だ
け
で
は
事
実
経
過

を
十
分
に
確
認
で
き
な
い
。
ト
ラ

ブ
ル
が
起
き
た
後
に
客
観
的
に
検

証
し
に
く
い
。
患
者
・
遺
族
と
の

紛
争
は
、
医
療
行
為
の
医
学
的
評

価
よ
り
も
、
事
実
経
過
を
め
ぐ
っ

て
も
め
る
こ
と
が
多
い
。

　

内
視
鏡
手
術
は
映
像
が
残
り
、

一
般
の
手
術
の
様
子
も
映
像
で
残

し
て
い
る
病
院
が
あ
る
。
も
っ
と

利
用
範
囲
を
広
げ
て
は
ど
う
か
。

　

三
つ
め
は
、
説
明
の
記
録
で
あ

る
。
手
術
や
リ
ス
ク
を
伴
う
検
査

な
ど
重
要
な
医
療
行
為
の
前
に
ど

ん
な
説
明
を
し
た
の
か
。
記
録
し

て
お
け
ば
無
用
な
紛
争
を
減
ら
せ

る
し
、
十
分
な
説
明
を
医
療
側
に

促
す
効
果
が
期
待
で
き
る
。

　

四
つ
め
は
、
患
者
の
状
態
の
記

録
だ
。
病
状
の
経
過
を
確
認
す
る

の
に
使
え
る
し
、
診
断
ミ
ス
な
ど

医
療
安
全
の
検
証
に
も
役
立
つ
。

　

精
神
科
で
は
、
患
者
の
状
態
を

理
由
に
強
制
入
院
、
隔
離
・
身
体

拘
束
な
ど
を
行
う
こ
と
が
よ
く
あ

る
。
そ
れ
を
必
要
と
決
め
た
精
神

保
健
指
定
医
の
判
断
が
妥
当
だ
っ

た
の
か
、
現
状
で
は
第
三
者
が
ほ

と
ん
ど
検
証
で
き
な
い
。
そ
の
時

の
状
況
や
権
利
告
知
の
様
子
な
ど

を
動
画
で
記
録
す
れ
ば
、
検
証
可

能
に
な
り
、
不
適
切
な
判
断
に
よ

る
権
利
侵
害
も
減
る
だ
ろ
う
。

　

五
つ
め
は
虐
待
防
止
で
あ
る
。

医
療
施
設
は
高
齢
者
虐
待
防
止
法

や
障
害
者
虐
待
防
止
法
の
対
象
に

な
っ
て
い
な
い
が
、
ス
タ
ッ
フ
に

よ
る
暴
力
、
暴
言
、
過
剰
な
抑
制

な
ど
は
現
実
に
存
在
す
る
。
カ
メ

ラ
を
設
置
す
る
だ
け
で
、
か
な
り

防
げ
る
の
で
は
な
い
か
。

　

も
ち
ろ
ん
、
人
を
撮
影
し
た
映

像
は
個
人
情
報
に
あ
た
る
。
施
設

内
に
撮
影
の
お
知
ら
せ
を
貼
り
出

す
ほ
か
、
入
院
時
な
ど
に
も
個
別

に
説
明
し
て
患
者
の
了
解
を
得
て

お
く
こ
と
が
原
則
に
な
る
。

　

デ
ー
タ
流
出
を
防
ぐ
対
策
は
当

然
だ
し
、
ぜ
ひ
検
証
が
必
要
な
時

だ
け
、
組
織
的
決
定
を
経
て
再
生

す
る
と
い
っ
た
ル
ー
ル
作
り
も
欠

か
せ
な
い
。
監
視
さ
れ
て
い
る
と

い
う
ス
ト
レ
ス
を
患
者
が
感
じ
な

い
よ
う
に
す
る
工
夫
も
要
る
。

　

そ
う
い
っ
た
課
題
は
確
か
に
あ

る
が
、
記
録
と
言
え
ば
文
字
・
書

類
に
頼
っ
て
い
た
時
代
を
そ
ろ
そ

ろ
脱
し
て
は
ど
う
だ
ろ
う
。

動
画
撮
影
を
医
療
現
場
で
活
用
し
よ
う

　

Ｑ
、
老
人
保
健
施
設
入
所
や

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
入
所

者
が
急
変
し
て
病
院
へ
救
急
搬

送
す
る
際
、
医
師
が
救
急
車
に

同
乗
し
て
診
療
し
た
場
合
、
Ｃ

0
0
4
救
急
搬
送
診
療
料
を
算

定
で
き
ま
す
か
？

　

Ａ
、
老
人
保
健
施
設
入
所
者

に
対
し
て
、
併
設
保
険
医
療
機

関
は
点
数
表
の
第
2
部
在
宅
医

療
に
掲
げ
る
診
療
料
を
、
併
設

医
療
機
関
以
外
は
往
診
料
を
除

く
在
宅
医
療
点
数
を
算
定
し
な

い
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、
医
師

が
同
乗
し
て
診
療
し
て
も
算
定

で
き
ま
せ
ん
。
特
別
養
護
老
人

ホ
ー
ム
入
所
者
に
対
し
て
は
、

も
の
で
適
応
が
あ
り
、
副
作
用

に
つ
い
て
の
説
明
に
つ
い
て
は

記
憶
が
な
い
が
、
医
療
過
誤
と

は
判
断
し
な
か
っ
た
。

　

紛
争
発
生
か
ら
解
決
ま
で
約

3
年
5
カ
月
間
要
し
た
。

〈
問
題
点
〉

　

診
断
に
問
題
は
な
い
。
ケ
ナ

コ
ル
ト
の
適
応
に
関
し
て
も
、

初
診
時
に
投
与
す
る
の
で
は
な

く
、
再
度
、
投
薬
等
で
様
子
を

み
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
と

考
え
る
が
、
患
者
が
投
薬
等
で

効
果
が
な
か
っ
た
と
の
訴
え
を

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ケ
ナ
コ

ル
ト
の
投
与
が
判
断
の
誤
り
で

あ
っ
た
と
は
断
言
で
き
な
い
だ

ろ
う
。
事
後
処
置
と
し
て
も
、

患
者
が
皮
膚
の
変
色
、
軽
度
の

陥
没
等
を
訴
え
て
き
た
時
点

で
、
形
成
外
科
を
紹
介
し
て
い

る
の
で
問
題
は
な
い
。
説
明
に

関
し
て
は
、
医
師
の
記
憶
が
曖

昧
で
あ
る
が
、「
注
射
部
位
を

揉
む
な
」
と
常
に
指
示
し
て
い

る
と
の
こ
と
だ
っ

た
。
た
だ
し
、
ケ
ナ

コ
ル
ト
の
皮
下
注
射

は
、
適
応
が
な
く
筋

肉
注
射
で
対
応
す
べ

き
で
あ
っ
た
。
皮
下

注
射
は
危
険
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
医
療
過
誤

は
認
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

〈
結
果
〉

　

医
療
過
誤
が
第
三
者
的
に
指

摘
さ
れ
た
が
、
医
療
機
関
側

が
、
賠
償
責
任
を
負
う
ほ
ど
の

医
療
過
誤
は
な
い
と
患
者
側
に

主
張
す
る
こ
と
に
よ
り
、
賠
償

請
求
が
途
絶
え
て
久
し
く
な
っ

た
の
で
、
立
ち
消
え
解
決
と
見

做
さ
れ
た
。

ケ
ナ
コ
ル
ト
の
皮
下
注
射
で

皮

膚

の

ト

ラ

ブ

ル

配
置
医
師
が
算
定
で
き
な
い
項

目
、
入
所
者
に
対
し
て
算
定
で

き
な
い
項
目
に
あ
が
っ
て
い
ま

せ
ん
の
で
、
配
置
医
師
・
そ
の

他
の
医
師
が
同
乗
し
た
場
合
は

い
ず
れ
の
場
合
も
算
定
で
き
ま

す
。金

融
共
済
委
員
会

（
5
／
24
）の
開
催
状
況

　

各
地
区
か
ら
選
出
の
委
員
に

よ
り
、
共
済
制
度
の
健
全
・
安

定
運
営
を
行
っ
て
い
ま
す
。

①
休
補
運
営
分
科
会

　

給
付
5
件
、
加
入
審
査
12
件

を
審
査
し
全
件
可
決
し
ま
し
た
。

②
融
資
諮
問
分
科
会

　

1
件
を
審
査
し
全
件
可
決
し

ま
し
た
。

医療機関で
被災地支援の を開催しませんか?!
　協会は岩手県宮古市のかけあしの
会さんと業務提携を結び、被災地支
援として、京都府内での物産展を企
画しています。ついては、医療機関
のちょっとしたスペースをお借りし
て開催したいと、ご協力いただける
医療機関を募っています！
　ぜひ、ご協力をお願いします!!
　７月30日開催の第70回定期総会
でも物産展を開催予定です。お越し
下さい。

かけあしの会…東日本大震災で大きな
被害を受けた岩手県宮古市を本拠地
に、地域に少しでも仕事を提供し、働
く喜び、生きがいにつなげたいと、地
元に貢献できる商品開発・販売に、全
国各地のイベントを駆け回っています。

物産展
岩手県田老町漁協わかめ、磯とろ
ろ、塩蔵わかめ、おつまみ板昆
布、塩麹クッキー、岩手県普代産
すき昆布、桑茶などなど…ホタテ
焼きなどの実演販売も可能です

医療安全を
身につけるために
― 医療安全研修 DVD PartⅡ
定　価 10,000円（税込）・送料別
京都協会会員 5,000円（税込）・送料別
他府県協会会員 7,000円（税込）・送料別

老
健
・
特
養
入
所
者
へ
の
医
療
に
つ
い
て

読売新聞大阪本社編集委員　原　昌平

の
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莇　　立明　弁護士 石川　寛俊　弁護士 西村　幸三　弁護士
江頭　節子　弁護士 鵜飼万貴子　弁護士 本田　里美　弁護士
松尾　美幸　弁護士 小笠原伸児　弁護士 三重　利典　弁護士
福山　勝紀　弁護士 竹下　義樹　弁護士 若松　　豊　弁護士
赤井　勝治　弁護士 新阜創太郎　弁護士

法律相談 ～協会の無料相談室～
　医療にかかわるトラブルはもちろん、近隣トラブルやプライベートでの
トラブルなど、ご相談内容に応じて専門家をご紹介します！

◇会員の希望される弁護士をご紹介します
◇随時、必要な時に相談できます
　ご都合の良い日を各種専門家と日程調整します

◇相談は無料（ただし、１事案１回限り）
　※ １事案につき１回の無料相談を超えてのご相談は、個別相談に移行し

有料になります

専門家一覧　弁護士

◇お問い合わせは協会事務局まで TEL 075-212-8877
FAX 075-212-0707

2 0 1 7 年 (平成 2 9 年) 6 月 1 0 日 第 3 0 0 3 号京 都 保 険 医 新 聞( 7 ) 毎月 10日･25日発行

医
師
が
選
ん
だ
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マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
出
発
前
の
空

港
カ
ウ
ン
タ
ー
で
ス
ー
ツ
ケ
ー

ス
は
関
空
ま
で
直
送
す
る
と
聞

か
さ
れ
た
。
予
定
表
で
は
ス
ー

ツ
ケ
ー
ス
は
南
ア
で
受
け
取
る

と
さ
れ
て
い
た
が
、
今
更
荷
物

の
入
れ
替
え
は
で
き
ず
、
手
荷

物
ザ
ッ
ク
だ
け
、
着
の
み
着
の

ま
ま
で
南
ア
滞
在
を
余
儀
な
く

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

南
ア
入
国
手
続
き
後
、
迎
え

の
運
転
手
が
待
つ
待
合
へ
。
人

々
の
中
で
頭
一
つ
、
二
つ
抜
き

ん
で
た
1
9
0
㎝
は
あ
ろ
う
か

と
み
ら
れ
る
黒
人
の
運
転
手
、

名
は
ウ
ィ
リ
ー
、
愛
想
は
普

通
、
ホ
テ
ル
ま
で
の
40
分
間
が

彼
の
仕
事
だ
。
一
般
道
路
に
出

る
と
Ｃ
Ｄ
を
聴
き
始
め
た
。
渋

み
、
深
み
の
あ
る
声
量
、
心
地

よ
い
歌
声
、
彼
の
好
き
な
歌
手

だ
と
い
う
。
高
速
道
路
に
入
る

と
す
ぐ
に
ボ
リ
ュ
ー
ム
を
少
し

上
げ
た
、
さ
ら
に
上
げ
た
。
1

曲
目
の
反
応
は
そ
れ
ほ
ど
で
は

な
か
っ
た
が
、
2
曲
目
が
始
ま

り
様
子
が
変
わ
っ
て
き
た
。
ム

ン
ム
ン
と
曲
に
合
わ
せ
だ
し
、

左
手
は
天
井
に
突
き
出
し
小
刻

み
に
振
る
、
掌
を
開
く
、
閉
じ

る
、
丸
薬
を
丸
め
る
動
き
、

ダ
ッ
シ
ュ
ボ
ー
ド
に
指
を
突

き
、
爪
弾
く
、
身
体
も
そ
れ
に

合
わ
せ
揺
す
る
、
か
し
げ
る
、

首
を
振
る
、
肩
を
持
ち
上
げ

「
歌
は
大
好
き
！
」
言
わ
な
く

て
も
わ
か
る
よ
。「
ち
ょ
っ
と

車
内
が
暑
い
」
と
声
を
か
け
る

が
、
聞
こ
え
な
い
の
か
反
応
な

し
。
所
々
好
き
な
フ
レ
ー
ズ
に

合
わ
せ
大
声
を
張
り
上
げ
る
。

低
い
旋
律
か
ら
徐
々
に
高
ま
っ

て
い
く
特
に
彼
の
大
好
き
な
、

こ
の
曲
最
大
の
聴
か
せ
ど
こ
ろ

に
達
し
た
、
も
う
だ
め
だ
！　

「
お
い
両
手
を
離
す
な
!!
」　

両

手
が
宙
に
!!!

　

こ
こ
で
も
し
っ
か
り
と
シ
ー

ト
ベ
ル
ト
を
締
め
な
お
し
た
。

　

い
い
歌
だ
ろ
う
？　

ウ
ン
ウ

ン
。
明
日
Ｃ
Ｄ
を
探
し
て
み
る

か
ら
歌
手
の
名
前
を
教
え
ろ
と

降
り
る
際
に
手
帳
を
差
し
出
し

た
ら
、
明
日
も
自
分
が
送
る
か

ら
、
コ
ピ
ー
し
て
プ
レ
ゼ
ン
ト

し
て
く
れ
る
と
い
う
。

　

翌
朝
、
迎
え
が
来
る
ま
で
隣

の
ネ
ル
ソ
ン
マ
ン
デ
ラ
ス
ク
エ

ア
で
時
間
つ
ぶ
し
、
と
に
か
く

広
い
。
け
れ
ど
も
高
級
品
店
の

客
は
ま
ば
ら
、
込
み
合
う
の
は

子
ど
も
用
品
店
、
フ
ー
ド
コ
ー

ト
、
ス
ー
パ
ー
店
、T

rum
p

の
カ
フ
ェ
テ
リ
ア
も
客
は
多

か
っ
た
。
電
気
店
で
は
日
本
の

家
電
製
品
の
凋
落
ぶ
り
が
目
に

つ
い
た
。
韓
国
製
品
、
中
国
製

品
が
幅
を
利
か
せ
て
い
た
。
空

港
ま
で
は
昨
日
の
運
転
手
だ

が
、
今
日
は
普
通
。
彼
か
ら
コ

ピ
ー
さ
れ
た
Ｃ
Ｄ
を
受
け
取

り
、
検
索
し
た
と
こ
ろ
ア
イ

ザ
ッ
ク
・
ヘ
イ
ズ
：
米
国
の
黒

人
歌
手
で
ア
カ
デ
ミ
ー
賞
・
グ

ラ
ミ
ー
賞
・
ゴ
ー
ル
デ
ン
グ

ロ
ー
ブ
賞
な
ど
取
っ
た
実
力
派

歌
手
で
あ
っ
た
。

　

南
ア
出
国
時
、
パ
ス
ポ
ー
ト

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
係
は
若
い
黒
人

女
性
、
離
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
も

わ
か
る
憂
鬱
そ
う
な
表
情
、
頭

を
傾
げ
、
肘
で
頭
を
支
え
て
い

る
。
パ
ス
ポ
ー
ト
の
チ
ェ
ッ
ク

器
械
を
通
そ
う
と
し
て
、
差
し

込
め
ず
ス
ル
ッ
と
落
と
し
て
し

ま
う
。「
片
頭
痛
？
」
と
尋
ね

る
と
コ
ク
ン
と
う
な
ず
く
。

　

空
港
免
税
店
で
お
土
産
、
ワ

イ
ン
を
買
っ
て
、
こ
れ
か
ら
香

港
ま
で
13
時
間
20
分
、
乗
り
継

ぎ
に
3
時
間
、
な
お
3
時
間
50

分
か
け
関
空
へ
。
今
回
の
旅

行
、
気
配
り
の
き
い
た
添
乗
員

同
行
の
い
つ
も
の
旅
と
違
う
緊

張
感
あ
る
個
人
旅
行
が
終
わ
っ

た
。
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
北
部
の

ビ
ー
チ
リ
ゾ
ー
ト
の
ヌ
シ
・

ベ
、
北
東
の
セ
ン
ト
・
マ
リ
ー

島
、
ム
ル
ン
ダ
バ
近
く
の
ツ
イ

ン
ギ
ー
奇
岩
群
、
南
の
ベ
レ
ン

テ
ィ
保
護
区
な
ど
ま
だ
ま
だ
見

ど
こ
ろ
は
あ
る
。
効
率
的
な
行

程
さ
え
組
め
ば
、
特
色
あ
る
旅

行
が
で
き
そ
う
だ
。 

（
完
）

　

協
会
の
制
度
融
資（
開
業
医
・
病
院
・
勤
務
医
融
資
）新
規
借
入
分
の
利
率
に
つ
い
て
は
、

毎
年
6
月
1
日
、
12
月
1
日
に
見
直
し
を
行
っ
て
い
る
。
2
0
1
7
年
6
月
〜
11
月
度
金

融
共
済
委
員
会
決
定
分
の
利
率
は
左
表
の
通
り
。
新
規
の
取
扱
い
は
京
都
銀
行
の
み
。
融
資

ご
利
用
に
関
し
て
は
、
協
会
経
営
部
会
ま
で
お
気
軽
に
ご
相
談
い
た
だ
き
た
い
。

新
規
借
入
の
上
半
期
利
率
決
ま
る

京都府保険医協会融資斡旋利率表
2017年 6 月～11月委員会決定分

種別 制 度 名 限度額
（万円）

返済期間
（カ年）

利率
（年％）

開
業
医
融
資

設 備 資 金 13,000 20 0.60

長 期 運 転 資 金 1,000 5 0.60

中 期 運 転 資 金 1,000 3 0.60

短 期 運 転 資 金 1,000 1 0.60

子 弟 教 育 資 金 3,000 10 0.60

病院
融資

病 院 設 備 資 金 50,000 20 0.65

病 院 運 転 資 金 3,000 3 0.60

勤
務
医
融
資

新 規 開 業 資 金 10,000 20 0.30

勤務医子弟教育資金 2,000 10 0.60

勤務医生活安定資金 500 3 0.60

引
き
続
き
低
利
で
斡
旋

　新規開業資金融資の下限金利を0.3％まで引き下げ、協会の斡旋手数料無料にて、
ご開業を全面的にバックアップします！！
　新規開業をご予定の先生は、この機会にぜひお申込み下さい。
利　率：0.30％（2017年11月委員会決定分まで） ※12月１日付で利率を見直します。
期　間：2017年６月～2018年５月委員会決定分まで　　斡旋手数料：無料

“新規開業資金”

金利・手数料優遇キャンペーン実施中
期間
限定

　

協
会
は
4
月
28
日
、
15
年
6

月
以
来
と
な
る
「
医
療
政
策
セ

ミ
ナ
ー
」
を
開
催
。
メ
イ
ン

る
。
今
日
、
国
は
「
医
師
偏
在

解
消
」
と
「
医
療
費
の
地
域
差

縮
減
」
を
根
拠
に
、
医
師
数
も

含
め
た
提
供
体
制
の
さ
ら
な
る

「
絞
り
込
み
」
を
ね
ら
っ
て
い

る
。
京
都
府
と
府
内
医
療
機
関

が
、
国
方
針
に
対
し
、
ど
の
よ

う
な
姿
勢
で
臨
む
の
か
が
問
わ

れ
る
状
況
は
今
後
も
継
続
す

る
。
京
都
府
の
行
政
の
在
り
方

と
地
域
の
医
療
機
関
は
「
運
命

共
同
体
」
の
呈
を
成
し
て
い
る

―
等
と
解
説
し
た
。

　

続
い
て
「
知
っ
て
得
す
る
！

勤
務
医
向
け
協
会
諸
制
度
」
と

題
し
、
4
月
よ
り
新
た
に
設
け

た
協
会
会
員
区
分
「
共
済
制
度

利
用
勤
務
医
会
員
」
と
利
用
可

能
な
共
済
制
度
の
特
長
を
紹

介
。
さ
ら
に
「
中
医
協
―
18
年

度
改
定
審
議
状
況
の
ポ
イ
ン

ト
」
と
題
し
て
、
こ
れ
ま
で
中

医
協
で
議
論
さ
れ
た
内
容
の
う

ち
、
特
に
注
目
す
る
内
容
に
つ

い
て
、
入
院
・
外
来
・
在
宅
等

に
分
け
て
紹
介
し
た
。

　

本
セ
ミ
ナ
ー
に
は
定
員
を
大

き
く
上
回
る
申
込
み
が
あ
り
、

急
き
ょ
同
日
夕
方
に
第
2
部
の

開
催
を
決
定
、
対
応
し
た
。
不

定
期
の
開
催
で
は
あ
る
が
好
評

で
あ
る
た
め
、
今
後
も
病
院
幹

部
の
ニ
ー
ズ
に
沿
っ
た
内
容
で

の
開
催
を
企
画
し
て
い
く
。

「京都府地域包括ケア構想」を解説
医療政策セミナー開く

2
0
1
7
京
都
地
域
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

京
都
に
お
け
る
発
達
障
害

の
現
状
―
療
育
と
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
課
題
―

　

日
　
時　

7
月
8
日
（
土
）

午
後
2
時
〜
5
時

　

場
　
所　

京
都
府
立
医
科
大

学
図
書
館
ホ
ー
ル

　

会
場
費　

1
0
0
0
円
（
事

前
申
込
不
要
）

　

内
　
容　

基
調
講
演
「
発
達

障
害
児
が
も
つ
課
題
と
小
児
リ

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
科
個
人
ク

リ
ニ
ッ
ク
と
し
て
で
き
る
こ

と
」
家
森
ク
リ
ニ
ッ
ク　

家
森

百
合
子
医
師
／
講
演
「
支
援
学

校
を
併
設
す
る
施
設
の
Ｓ
Ｔ

Ｔ
：
新
た
な
ソ
ー
シ
ャ
ル
ス
キ

ル
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
の
モ
デ
ル
を

提
供
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
―

京
都
市
桃
陽
病
院
の
と
り
く
み

―
」
京
都
市
桃
陽
病
院　

石
川

和
弘
医
師
／
講
演
「
幼
稚
園
・

保
育
所
・
学
校
に
お
け
る
発
達

障
害
児
の
作
業
療
法
支
援
」
京

都
大
学
大
学
院
医
学
研
究
科
人

間
健
康
科
学
系
専
攻
作
業
療
法

講
座
准
教
授　

加
藤
寿
宏
氏

　

問
合
せ
先　

京
都
地
域
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
研
究
会
事
務

局
（
京
都
南
病
院
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
部
内　

☎
0
7

5
・
3
1
2
・
7
3
6
1
）

テ
ー
マ
は
「
京
都
府
地
域
包
括

ケ
ア
構
想
」
で
、
病
院
幹
部
ら

69
人
が
出
席
し
た
。

　

セ
ミ
ナ
ー
で
は
「
京
都
府
地

域
包
括
ケ
ア
構
想
の
本
質
を
つ

か
む
」
と
題
し
て
、
情
報
提
供

を
行
っ
た
。
京
都
府
は
16
年
度

末
、
京
都
府
地
域
包
括
ケ
ア
構

想
（
医
療
法
上
の
「
地
域
医
療

構
想
」）
を
正
式
に
策
定
し

た
。
本
構
想
は
、
25
年
の
「
病

床
の
必
要
量
」
に
つ
い
て
、
す

べ
て
の
区
域
で
16
年
5
月
1
日

時
点
の
許
可
病
床
数
を
維
持

し
、
む
し
ろ
増
え
る
方
向
で
ま

と
め
ら
れ
た
。
さ
ら
に
国
が
求

め
た
「
機
能
別
」
推
計
も
、
国

方
針
の
機
械
的
準
用
を
避
け
る

内
容
と
な
っ
て
い
る
と
説
明
。

　

一
方
、
25
年
の
在
宅
医
療
推

計
は
1
・
8
倍
と
推
計
さ
れ
、

今
後
、
地
域
で
増
加
す
る
在
宅

医
療
ニ
ー
ズ
を
ど
う
受
け
止
め

る
の
か
が
課
題
と
な
っ
て
い

病院幹部
　対象

ヨ
ハ
ネ
ス
ブ
ル
グ

　

ネ
ル
ソ
ン
マ
ン
デ
ラ
ス
ク
エ
ア

関　浩（宇治久世）
森の母 シートベルト MAK I
バオバブ ワオキツネザル

9

ネ
ル
ソ
ン
マ
ン
デ
ラ
ス
ク
エ
ア
の
マ
ン
デ
ラ
像

歌が命の運転手
ウィリー

価
格
　
１
０
０
０
円（
税
込
み
）

発
行
　
３
月
11
日

避
難
者
健
診
実
行
委
員
会 
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